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震

災

孟

租

税

小

川

郷

太

郎

顔

触

緒

口

開
束

の
大
震
災
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
非
常
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
財
政
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
も
亦
決
し
て

小
な
る
も
の
で
な
い
。
財
政
に
及
ぼ
し
陀
る
影
響
は
国
庫
牧
人
の
減
少
こ
な
り
、
延
て
又
経
費
の
縮
少

ε
な

っ
て

み
る
。
國
庫
牧
入
の
減
少
は
官
業

に
於
て
も
之
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
主
な
る
も
の
は
租
税
の
域
内
に
在
る

e
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
弦
に
相
槍
牧
入
が
大
震
災
の
矯
め
如
何
に
減
少
し
来

る
べ
き
か
を
研
究

し
ゃ
う
蓬
思
ふ
。

租
税
牧
人
が

大

震

災

の
爲
め
に
減
少
す
る
に
至
る
べ
き
こ
ざ
は
所
謂
直
接
税

の
方
面
よ
り
も
、
所
謂
間
接
枕

の
方
面
よ
り
も
之
を
窺

ふ
こ
ε
が
出
来
る
。
蓋
し
大
震
災
に
依

っ
て
瞥
利
の
基
礎
が
打
ち
壊
は
さ
れ
所
得
の
減
少

ビ
な
b
、
消
費
力
の
減
衰
こ
な

っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
是
が
故
に
從
來
の
租
挽
法
を
そ
の
儘
ε
し
て
置
い
て
も

租
挽
の
減
撃

な
つ
泰

ね
ば
な
ら
雰

で
あ
・
が
、
政
府
は
更
昊

震
災
に
攣

る
鴇

の
措
警

し
三

方

に
於
て
は
輸
入
税
の
減
免
を
行
ひ
、
他
方
に
於
て
は
所
謂
直
接
税
の
減
免
井
に
徴
股
猶
豫
を
行
ぷ
に
至

っ
た
。
即

時

論

震
災
ぐ、租
税

第
十
七
奮

(第
{(読

人
七
)

入
三
七



」

.

畔時

論

震
災
ミ
租
税

第
十
七
巻

(第
六
鵬

八
入
)

八
三
入

ち

政
府
は
輸

入
税

の
減
免

に
關

し
て
は

大
震
災
後
間

も
な
く
先

づ
米
穀

法
第

二
條

の
規
定

に
依

り
米
穀

の
輪

尺
枕

を
免

除
す

る
の
勅

令

〔大
正
+
二
年
九
月
+
二
日
勅
令
第
四
百
七
號
)
を
獲

し
、

叉

同
時

に
生

牛
肉
及

鳥
卵

の
輸
入
税
免

除

の

件

を
改
正

し

(大
正
+
二
年
九
月
二
+
日
勅
令
第
四
百
入
號
)次

い
で
生
活
必

需
品
蛇
土
木
叉

は
建

築

の
用

に
供
す

る
器

具

機

械

及
材
料

の
楡

入
視

の
低
減

又
は
免
除

に
閲
す

る
の
緊
急
勅
令

(大
正
†
二
年
九
月
+
二
日
勅
令
第
四
百
+
}
號
)を
獲

し
、
越

て
五

日
を
経

て
此
緊
急
勅

令

の
施
行

に
關
す

る
勅
令
.
矢

正
+
一一年
九
月
+
七
日
勅
令
第
四
百
+
七
號
)
を
獲

七
π
。

次

に
所

謂

直
接
税

の
減
免

に
關

し

て
は
、震

災
被

害
者

に
謝
す

る
租
挽

の
減

免
等

に
關
す

る
繋

念
勅
令

(大
正
†
二
年
九
月
+
二

日
勅
令
第
四
百
+
胱
)

を
獲

し
、
其

後
、
此

緊
急
勅
令

の
施

行

に
關
す

る
勅

令

(大
正
+
二
年
九
月
三
+
日
勅
令
第
四
百
三
士
二
號
)

を
讃

し
た
。

之
が
爲

め
に
租
税
収

入
は

著

し
く
減
少

せ
ざ

る
を
得
な
く

な

つ
陀

の
で
あ
る
。
私

は
今
進

ん
で
此
等

の
勅
令

に
依

っ
て
震
災
被
害
者

に
封
ず

る
租

税

の
減

菟
#

に
徴

牧
猶
豫

ε
輸

入
税

の
減
琵

ご
を

逐
次
研
究

し

て
見

轟
轟
つ
ε
田
恥
ふ
o

「

第
二

震
災
被
害
者
に
封
ず

ろ
租
税
の
減
免

井
に
徴
牧
猫
豫

大
正
十
一
一年
勅
令
第
四
百
十
號
は
其
前
文
に
於
て
震
災
被
害
者
に
蜀
す
る
相
観
の
減
免
等
に
關
す

る
件
こ
い
ふ



語
を
用

ひ
て
み
る
が
、
其
内
容

に
至

っ
て
は
震
災
被
害
者

の
納
付
す

べ
き
大
正
十
二
年
度
冴
の
第
三
極
所
【得
視
度

瞥
葉
枕
を
菟
除
し
叉
は
軽
減
牟

る
こ
ご
井

に
震
災
地
に
於
て
大
正
十
二
年
度
に
納
付
す

べ
き
地
租
所
得
税
謄
業
挽

相
続
税
の
徴
牧
を
猶
豫
す
る
こ
喜

定
め
て
み
な
の
で
あ
る
。
配
し
て
其
免
除
軽
減
及
徴
牧
猶
豫
の
條
件
程
度
手

縫
等
は
擧
げ
て
之
を
施
れ
令
の
定
む
る
所

に
譲

っ
て
み
る
。
其
施
行
令
は
前
述

ぶ
る
通
り
、
大
正
十

二
年
九
月
三

十
日
勅
令
第
四
百
三
十
三
號
を
以
て
獲
在
せ
ら
れ
、
震
災
地
、
震
災
被
害
者

の
意
義
を
明
に
し
、
震
災
被
害
者
の

納
付
す

べ
き
第
三
種
所
得
晩
井
に
瞥
業
挽
の
減
冤
の
條
件
程
度
手
纏
等
を
定

め
、
震
災
地
に
於
て
納
付
す

べ
き
地

租
所
得
税
螢
業
税
相
纏
撹
の
猶
豫
期
間
弁
に
期
限
に
就
て
は
之
脅
大
賊
大
臣

の
定
む
る
所
に
委
任
し
て
み
る
。
此

委
任
規
定

に
基
き
、
大
賊
大
臣
は
大
正
十
二
年
十
月
三
十
日
大
蔵
省
倉
第
二
十
六
號
を
以
て
是
等
諸
税
の
猶
藻
類

　

　

む

　

　

間
井
に
納
付
期
間
を
定

め
て
み
る
。
私
は
便
宜

の
爲
め
に
此
緊
急
勅
令
を
減
免
枕
金

ご
名
づ
け
、
其
施
行
令
を
減

　

　

む

つ

む

　

　

む

　

　

　

冤
税
施
行
令
ご
名

づ
け
、
徴
牧
猶
豫
期
間
納
付
期
限
に
關

》
る
大
賊
省
令
を
徴
牧
猶
豫
期
令

ε
名
づ
け
て
置
き
た

い

。荷
大
蔵
省
に
於
て
は
此
減
免
枕
施
行
令

の
解
緯
及
適
用

に
就

て
公
権
的
解
繹
を
下
し
、
大
正
十
二
年
十
月
十
⊥
ハ

ロ

む

む

ゆ

む

む

む

む

　

　

日
を
以

て
税

務
署

そ
の
他

へ
通
牒
を
磯

し
た
ε

い
ふ
こ

ε
で
あ

る
。
私
は

之
を
減

発
挽
施
行
有
益
椹

解
繹

ご
名

づ

け
て
置
一
。

こ
れ
よ
り
私

は
減

免
視
令

、
減
冤

挽
施
行
令

、
徴
牧

猶

豫
期
令

、
井

に
減
冤
税
施
行

令
公
権
解
繹

に
依
b

て
相

持

論

甜辰
災
ぐL租
漁
戸

第
十
七
巻

(第
六
號
酬

八
九
)

↓〈
一二
九

■



時

論

震
災
ご
租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

九
Q
)

八
四
〇

視
の
減
免
井
に
徴
牧
猶
豫
を
論
究
し
て
見
π
い
ε
思

ふ
。

r

、

幽

減

免

視

井

に

徴

牧

猫

豫

の
地

域

減
免
税
も
徴
牧
猶
豫
も
共
に
納
税
者
に
…封
ず

る
恩
典
で
あ
る
が
、
減
冤
視
令
は
徴
牧
猶
豫
ピ
租
税
の
減
免

ε
を

匠
別
し
、
徴
牧
猶
豫
は
震
災
地

に
於
て
納
付
す

べ
き
地
租
所
得
税
替
業
複
相
繧
税
に
限

っ
て
之
を
許
し
、
租
税
減

免
は
震
災
被
害
者

に
射
し
て
之
を
許
す
こ
ご

、
し
て
み
る
。
震
災
地

に
於
て
納
付
す

べ
き
税
こ
い
へ
ば
、
真
狩
は

る
べ
き
地
域
は
自
然
に

一
定

マ
る
の
で
あ
る
が
、
軍
に
震
災
被
害
者

`
い
へ
ば
、
震
災
地
に
在

る
ε
否
ε
を
問
は

　

　

　

　

ロ

む

つ

　

な
い
、
從
.つ
て
其
行
は
る
べ
き
地
域
は
震
災
地
域
に
限
ら
れ
な

い
様
に
な
る
。
そ
こ
で
先

づ
震
災
地
ざ
震
災
被
害

む

む

む

　

　

者

ご
の
意
義

を
明

に
せ
ね
ば
ら

ぬ
,
減
冤
税
施
行

令
は
比

熱

に
關

し
左

の
如

く
定

め
て
み
る
。

一

震

災

地

東

京

膚

触
奈
川
縣

埼

玉

縣

千
.葉

縣

山
梨

懸

静

岡

縣

(再

多
摩
郡
及
小
笠
原
島
チ
除

ク
)

(秩
父
郡
-
児
玉
郡
及
大
里
郡
チ
除

ク
)

千
葉
市

・
千
葉

郡
、
富
源
郡
、
東
葛
,蔀
郡
、
暑
洋
郡
、
安
房
郡
、

申
互
摩
郡
花
輪
村

八
東
八
代
郡
冨
士
見

村
、
南
亘
摩
郡
嫉
澤
町
、
南
都
留
郡
明
見
村
中
野
村
忍

野
村

沼
津
市
、
田
方
郡
「
駿
東
郡
、
賀
茂

郡

二
、
震

災

被

害

滑



大
正
十
二
年
九
月

↓
日

ノ
震
択

(之

二
律

ノ
火
災
叉

ハ
海
驢
チ
含

ム
ど
[
因
り
損
害

チ
壁
ヶ
タ
ル
者

　

　

　

震
災
地
ε
は
事
實
震
災

の
め
っ
た
地
を
措
す
諜
で
あ
り
、
別
に
問
題
も
な

い
。
減
見
枕
施
行
令
の
定
む
る
所
に

依

っ
て
、
そ
の
地
域
は

一
定
し
、
何
等
疑
を
容
る
、
飴
地
が
な

い
。

　

　

　

コ

　

震
災
被
害
者

ご
は
減
免
視
施
行
令

の
羽
交
に
示
す
如
く
、
大
正
十
二
年
九
月

一
日
の
震
災

に
因
り
損
害
を
受
け

た
る
者
で
あ
る
。
從

っ
て
納
税
者

が
前

に
指
定
ゆ
.
.
ら
れ
た
る
震
災
地

に
住
居
す

る
場
合
は
勿
論
で
あ
る
が
、
震
災

地

に
住
属

せ
な
い
場
合
も
包
括
す
.る
こ
ご
に
な
る
、
唯
減
免
税
令
は
震
災
地

に
封
ず

る
租
税
の
減
免
を
趣
旨
ε
し

.て
る
る
の
で
.
右
の
解
諜
に
疑
を
挿
む
汚
な

い
ε
も
限
ら
な

い
か
ら
.
減
免
椀
施
行
令
公
椹
解
糧
は
之
に
説
明
を

與

へ
、
減
税
税
施
行
甜

「
第

一
條

に
所
謂
震
災
被
皆
者
ぜ
は
そ
の
農
住
所
叉
は
納
枕
地
な
ご
が
同
條

に
指
定
す

る

霞
…災
地
内
に
在
る
ε
否

ε
を
問
は
す
、
大
正
十
二
年
九
月

一
口]
の
震
災

に
因
b
損
害
を
受
け
乾
る
者
全
部
を
含
む

も

の
・こ
す
」
ε
い
っ
て
み
る
。
そ
こ
で
納
確
者
の
住
居
は
何
庭
に
在

っ
て
も
.
荷
く
も
大
正
十
二
年
九
月

…
臼
の

震
災

に
因

っ
て
損
害
を
受
け
た
る
者
で
あ
る
以
上
は
第
…二
種
所
得
税
楼
業
虎
減
免
の
恩
典

に
浴
す
る
こ
ご
が
出
来

る
課
で
あ
る
、

む

　

む

　

震
災
被
害
者

の
住
居
す
る
地
域
は
前
述

ぶ
る
が
如
く
定

ま
っ
た
こ
し
て
、
次

に
問
題
こ
な
る
の
は
、
大
正
十
二

　

　

　

む

む

む

む

む

む

　

　

む

む

年
九
月

一
日

の
震
災

の
範

園
如
何

、
ご

い
ふ
こ
ε
で

あ

る
。

減
免
税
施
行

令
は
、
大

正
十

二
年
九
月

一
日

の
震

災

ε
い
ひ
直

に
之

に
括

弧
を
施

し
之

に
俘

ふ
火
災

、
海
嘯

を

時

論

震
災
ミ
租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

九
「
)

入
四
一

■



.時

論

震
災
ピ
租
種

第
十
七
巻

(第
六
號

九
二
)

入
四
二

含

む
ご

い
ふ

一
旬
を
挿

ん
で

み
る
か
ら
、
九
月

一
日

震
災

で
家

屋

の
倒

潰

し
叉
は
其

他

の
財
産

の
毀

損

し
た
も

の
、

火

災

で
焼

か
れ
た

も
の
、
海

嘯

で
流

さ
れ
た
b
侵

さ
れ
た
も
の
は
悉
く
震
災
被
害
者

ざ
解

せ
ね

ば
な
ら

鳳
こ
ε

ゆ

し

も

し

ヘ

セ

ヘ

ミ

も

　

ヤ

リ

は
諭
す

る
迄
も
無

い
。
所

で
九
月

二
日
以
後
に
焼
け

π

も
の

に
至

っ
て
は

、
勅
令

に
所

謂
九
月

…
日
の
震
災

ざ
も

い

へ
な

い
様

で
あ

る
が
、
九
月

　
日

の
震
災
が
因

ご
な
り
、
火
災

を
獲

し
、
そ
れ

が
消

え
な

い
で
九
月

二
日
後

に

類
焼
す

る
に
至

っ
た

も
の
は

、
九

月

一
日

の
延

長

ε
見

る

べ
き

で
あ
る
、
獲

て
九
月

「
日

文
は
そ

の
後

に
於
て
起

サ

セ

も

り

も

ミ

も

っ
た
輩
凋
の
失
火
放
火
な
ご
に
因
り
損
害
を
生
じ
た
場
合
は
之
を
除
外
せ
ね
ば
な
ら

陥
。
次
に
九
月
二
日
以
後
の

ヘ

カ

へ

し

り

も

マ

ロ

や

め

ヘ

へ

飴
震
に
因
っ
て
生
じ
北
る
損
害
も
亦
明
に
九
月

一
日
の
震
災

に
因

っ
て
生
し
た
る
損
害
ε
い
ひ
得
な

い
様
で
あ
る

が
、
飴
震
は
強
震
に
件

ふ
て
必
ず
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
假
命
其
飴
震
が
九
月
二
日
以
後
に
起

つ
た
ピ
し
て
も

カ

も

も

も

ロ

う

　

ひ

や

や

し

あ

セ

へ

う

カ

幽
そ
れ
は
九
月

↓
日
の
地
震
の
延
長
こ
し
て
之
を
見
ね
ば
な
ら

漁
。
終
に
地
震
の
爲
に
土
砂
が
崩
壊
し
陀
り
叉
は
堤

も

カ

ヤ

ら

う

コ

　

ヘ

ヵ

ち

冷

物

も

し

や

ヤ

へ

も

防

が
決
潰
し
た
り
な
ご
↓
て
生
じ
た
る
損
害
は
、
震
災

に
因

っ
て
直
接

に
生
じ
た
る
も
の
ε
云

へ
な

い
し
、
火
災

や
海
嘯

に
因

っ
て
生
じ
た
る
も
の
こ
も
云

へ
な

い
標

で
あ
る
が
、
併
し
土
砂
の
崩
壊
、
堤
防
決
潰

が
地
震

に
因

っ

て
生
じ
把
る
以
上
は
是
も
亦
震
災

に
因
る
損
害
ざ
見
ね
ば
な
ら
灘
。

是
等

の
疑
義
に
關

し
て
は
減
冤
税
施
行
令
公
権
的
解
繹
は
明
に
之
を
決
定
し
私
の
今
述

べ
た
る
様
に
解
す

べ
き

ダ

も

の

こ

し

て

み

る

。

む

　

　

む

む

む

む

ロ

む

以
上
は
損
害
を
生
じ
セ
る
原
因
の
方
よ
り
観
察

し
て
論
究

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
損
害
そ
の
も
の
の
方
面

,



む

つ

む

む

む

む

む

む

む

ロ

む

よ
b
観
察

し
て
典
範
園

如
何
を
定

め
ね
ば

な
ら

沿
。

麗
災

に
因

る
損
害

ε

い

へ
ば

、
其
直

接

の
損
害

を
眼
中

に
し

て
み
る

こ
ご
は
論
ず

る
迄
も

無

い
こ

ご
で
あ

る
が
、

間
接

の
損
害

を
含

む

か
否

か
に
至

っ
て
は
大

に
疑

の
存

す

る

む

　

　

　

　

所

で
あ
る
。
直
接
の
損
害
ピ
は
.
住
宅
、
家
財
等

の
利
用
財
の
滅
失
毀
損
並
に
所
得

の
基
因
た
る
家
屋
そ
の
他
の

　

　

り

　

築
造
物
、
船
舶
、
機
械
、
羅
具
及
び
商
品
瓶
料
品
等

の
生
産
財
の
滅
失
毀
損
を
意
味
す

る
の
で
め
り
、
間
接
の
損

　害

ご
は
震
災

に
因

っ
て
直
接
の
損
害
を
受
け
た
る
者
が
め
る
爲
に
其
飴
波
ε
し
て
受
く
る
損
害
で
あ
る
、
例

へ
ば

會
蔵
の
被
害
に
因
り
所
有
株
式
慣
落

の
下
落
し
セ
る
も
の
火
は
取
引
先

の
被
害

に
因

る
費
掛
代
金
回
牧

の
不
能
な

ご

の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。

。

ヘ

マ

た

サ

リ

ヤ

も

や

も

り

む

り

へ

り

　

カ

ゆ

ゆ

し

や

め

減
免
税
施
行
令
の
公
権
的
解
繹
は
此
問
題
に
答

へ
、
直
接
の
損
害
に
限
る
べ
き
で
、
間
接
の
損
害
を
含
む

べ
き

マ

ち

も

で
な
い
ご
断
案
を
下
し
て
み
る
。
此

の
如
く
厳
格
に
損
.害

の
範
園
を
定
む

る
こ
ど
は
、
震
災
地

の
租
税
負
推
輓
減

の
趣
旨
よ
り

い
へ
ば

一
慮
尤
の
こ
ご
で
あ
る
が
、
既
に
震
災
被
害
者
は
震
害
地
に
住
居
す
る
者
の
み
に
限
ら
な

い

ε
し
た
る
以
上
は
、
間
接
損
害
を
も
多
少
斟
酌
し
て
輕
減
す
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
こ
思
は
れ
る
。
勿
論
震
災
地

体
に
住
居
ゴ
る
者
で
も
震
災
地

に
於
て
家
屋
其
他

の
利
用
財
生
産
財
を
有
す
る
ε
き
は
、
減
免
挽
の
恩
典
に
浴
す

る
こ
ご
が
出
來
る
か
ら
.
震
災
被
害
者
は
震
災
地

に
住
居
す

る
者

に
限
ら
な
い
、
何
庭

に
住
居
し
て
み
る
者
で
も

可

い
ε
い
ふ
こ
ご
が
出
來

る
に
相
違

な
い
、
併
し
そ
れ
で
は
減
免
枕
令
が
震
災
地
ε
震
災
被
害
者
ε
を
匪
別
し
て

み
る
趣
旨
を
十
分
に
徹
底
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
ざ
謂
は
ね
ば
捨
ら

諏
。
若
し
公
権
的
解
樺
の
如
く
に
解
羅
す

る

時

論

震
災
言
租
税

第
十
七
雑

(第
六
號

九
三
)

入
四
三

■



時

論

震
災
マ」租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

九
四
)

入
四
四

ご

せ
ば
、
減

免

椀
令

は
震

害
地

に
於
け

る
租

税

の
減

免

に
關
す

る
も
の

で
あ
る

ε
し

て
も
可

か

つ
た

の

で

る

ら

'フ

。

し

カ

ひ

ロ

も

ほ

も

　

カ

も

り

へ

り

ヤ

も

も

更
に

一
歩
を
進

め
て
考

ふ
れ
ば
、
間
接
損
害
の
中
で
も
、
取
引
先
の
被
害

に
因
る
賞
掛
金
回
牧
不
能
の
如

き
は
、

所
得
の
減
少
肴
は
轡
業
の
損

失
4,
　來
在
す

こ
ご
、
直
接
損
冨
ご
邊
ぷ
所
が
な

い
、
直
接
損
害

に
閲
し
て
減
免
穐
を
行

ふ
な
ら
ば
、此
等
の
損
害

に
就
て
も
減
冤
.穐
を
行

ふ
理
由

が
あ
る
。
】
腰
信
用
経
済
の
現
代
に
於
て
は
財
界
は
互
に

連
鎖
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
第

　
の
八
が
支
彿
は
な
け
れ
ば
、
第

二
の
人
も
支
梯
ふ
こ
ご
が
出
京
な
く
な
る
。
震

災
地
に
於
て
直
接
損
害
を
受
け
た
る
人
が
賞
掛
代
金
を
支
擁
は
な
け
れ
ば
、
費

主
は
自
己
の
債
務
を
も
文
粥
ふ
こ

ご
が
出
来
な
く
な
る
。
何
れ
に
せ
よ
其
賞
掛
代
金
の
回
牧
す
る
こ
芝
が
繊
來
な

い
額
だ
け
は
替
業
の

損

失

ε

な

り
、
從

っ
て
亦
所
得
の
減
少

・し
な
る
繹
で
み
る
。
・然

る
に
震
災
地

に
於
け
る
直
接
損
害
t
就
て
は
第
三
種
所
得
税

並
に
瞥
業
税
を
減
発
.し
、
そ
の
直
接
損
害
の
鴬
に
雀
掛
金
4,
〕同
腹
す
る
こ
ε
が
出
来
な
く
な

っ
て
、
受
け
た
損
害

に
就

て
は
第
三
種
所
得
枕
並
に
鱗
葉
撹
を
減
免
せ
な

い
ε
す
れ
ば
、
そ
の
間

に
人
な
る
不
公
準
を
生
守

る
の
で
あ

る
・
是
が
故
に
私
は
公
牛

ぐ・
い
ふ
見
地
よ
り
」
凱・
、
震
災
地
に
臠
す
る
賞
掛
代
金
を
回
牧
し
得
ざ
る
者

に
射
し
て

は
震
災
地

に
於
て
首
接
損
害
を
受
け
た
る
者
ε
同
じ
様
に
取
扱
は
ね
ば
な
ら

煎
こ
ε
を
主
張
し
た

い
ご
思
ふ
。

立
法
看
は
震
災
地
を
救
済
す

る
L
急
で
あ
っ
て
、
震
災
地
外

に
於
け
る
財
界
の
打
撃
を
無
脱
し
や
う
こ
し
て
み

る
や
う
で
あ
を
、
そ
は
所
謂
支
掃
延
期
令

に
於
て
も
之
を
見
た
の
で
あ
る
。
支
捕
延
期
令
は
東
京
其
他
震
災
地

に



は
便
宜
で
め
っ
た
ら
う
が
、
震
災
地
以
外

の
地

に
は
頗

る
酷
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
足
れ
支
彿
延
期
令
に
謝
し
て

批
難

が
あ

っ
た
所
以
で
あ
る
。
所
で
今
減
免
枕
施
行
倉

の
獲
布
せ
ら

る
＼
に

、及
ん
で
、
叉
震
災
地
に
於
け
る
直
接

損
害
を
見

る
に
急
で
あ

っ
て
、
震
災
地
外
に
於
け
る
間
接
損
害
を
見
な

い
様
な
解
縄
　が
下
さ
れ
て
み

る

の

で

あ

る
。
支
彿
.延
期
令

ご
同
じ
誤
に
陥

っ
て
み
る
ぜ
評
せ
ね
ば
な
ら
澱
。

二

所
得
税
の
減
免
並
に
徴
牧
猫
豫

所
得
税
に
就
て
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
は
、
其
免
除
軽
減
ε
、
其
徴
牧
猶
豫
ざ
の
こ
問
題
で
あ
る
。
私
は
便

宜
上
.
先
づ
徴
牧
猶
豫
を
論
じ
、
次
に
免
除
輕
減

に
及
び
た
い
だ
思

ふ
。

D

所
得
税
の
徴
牧
猶
豫

(

所
得
税
法
に
依
れ
ば
、
所
得
税
は
三
種
に
分
れ
て
み
る
が
.
第

一
種
所
得
税
は
事
業
年
度
毎

に
之
を
徴
牧
し
、

第
二
種
所
得
税
は
其
所
得
の
金
額
支
佛
の
際
支
佛
者
之
を
徴
収
し
、
第
三
種
所
得
税
は
悦
の
年
額
を
四
分
し
、
四

期

に
於
て
徴
牧
す
る
の
で
あ

っ
て
、
其
第

　
期
は
其
年
九
月

一
日
よ
ザ
三
十
日
隈
、
第

二
期
は
其
年
十

一
月

一
日

よ
り
三
+
日
限
、
第
三
期
は
翌
年

一
月

一
日
よ
り
三
+

「
日
限
、
第
四
期
は
翌
年
三
月

一
日
よ
b
三
+

一
日
限
こ

な

っ
て
み
る
(同
法
第
六
+
七
條
)。
所
で
震
災
は
九
月

一
日
に
起

つ
π
、
九
月
に
は
第
三
種
所
得
税

の
第

一
.期

分
を
徴

牧
す

べ
き
で
あ
り
、
第

[
種
所
得
税
も
事
業
年
度
が
終
了
し
て
決
算
を
な
し
た
る
も
の
に
在

っ
て
は
同
様

に
亦
之

時

論

震
災
、・、租
税

第
+
七
巷

〔第
六
號

九
五
∀

入
四
五



晴

論

震
災
ε
灘

第
‡

巻

(第
六
號

九
六
)

愈

六

を
徴
牧
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
然
る
に
震
災
地

に
於
て
は
震
災
後
暫
姦

銀
行
も
開
店
す
る
こ
ε
が
出
来
な
か
っ
な

有
様
な
る
に
加

へ
、
開
店
の
時

に
至

っ
て
金
融
は
圓
滑
を
峡

い
で
る
た
の
で
、
第

一
種
所
得
槍
第
三
種
所
得
税
に

謝
し
納
税
告
知
書
を
獲
し
仁
所
で
満
足
に
之
を
徴
収
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
・
、
.
。
そ
こ
で
震
災
地

に
於
て
納
付
す

べ
き
大
正
十

二
年
度
の
第

一
種
所
得
税
第
三
種
所
得
税
は
其
徴
牧
を
猶
激
す
る
こ
ε

、
な

っ
た
の
で
あ
る
。

此
徴
敗
猶
豫
は
震
災

に
依

っ
て
損
害
を
受
け
泥
.悉

審

問
は
訟
、
荷
一
も
震
災
地

に
於
て
納
付
す
る
こ
ざ

、

な

っ
て
み
だ
も
の
は
悉
く
徴
牧
猫
豫
の
恩
典
に
浴
す
る
こ
ε
が
出
来

る
。
尤
も
其

の
中

に
在

っ
て
も
震
災
の
爲
め

馨

葺

け
た
る
養

綾

に
薬

・
が
聖

第
」稀

所
得
を
免
除
せ
ら
れ
又
縫

減
せ
ら
る
・
の
で
あ
る
。
免

除
せ
ら
装

は
離

せ
ら
る
・
雰

に
就
て
機

務

豫
の
腿

も
起
島

筆

あ
・
。
併
し
乍
ら
震
災
の
趣
つ

た
月
に
於
三

盆

除
輕
減
に
關
す
る
調
査
を
完
了
す
る
こ
ε
が
出
京
な
い
、
.そ
れ
で
彼
是

俊

は
輕
減
せ
ら

る
、
も
の
も
擧
げ
て

一
意
徴
収
禰
豫
窪
い
ふ
形
・し
し
た
の
で
あ
る
。

"

徴
牧
猶
豫
は
第

…
種
所
得
税
第
三
種
所
得
税
に
限
ら
れ
.
第

二
種
所
得
税
に
及
ぼ
な
か
っ
だ
の
は
、
外
で
も
な

い
、
第
二
種
所
得
税
は
利
子
を
支
彿

ふ
際

叢
天
引
す
る
が
爲
に
、
徴
収
上
の
困
難
が
無

い
か
ら
で
る
る
。

微

粒
猶
豫

ε
い
ふ
か
ら
に
は
、
後

に
な

っ
て
何
日
か
之
を
徴
牧
す

る
こ
ε
に
な
ら
ね
ば
な
島

、
唯
第
三
種
所
.

む

　

　

む

　

む

　

り

　

む

り

の

　

　

　

得
枕
の
免
除

せ
ら
る
Y
も
の
が
其
例
外
を
駕
す
の
み
で
あ
る
。
倍
然
ら
ば
其
徴
牧
猫
鞣

せ
ら
れ
た
る
も
の
は
何
日

概
膨
ゼ
ガ
バ
曽
ガ

ε
い
ふ
問
題
が
起
る
。
冤
減
税
施
行
令
は
此
問
題

に
關
し

h
納
付
未
満

に
係
・o
も
の
及
び
大
正

1

■



.

+
二
年

五

三
+

百

迄
に
納
期
限
の
到
来
す
る
も
の
に
付
て
は
大
正
+
二
年
±

月

百

以
後
に
於
て
大
.藏
大

臣
其
の
納
期
限
を
定
め
、
大
正
十
二
年
十

　
月

一
日
以
後
に
納
期
限
の
到
來
す

る
も
の
に
付
て
は
大
賊
大
臣
の
定

む
る
所
に
依
り
昔
ハ徴
…収
を
猶
豫
す
L

ε
定
め
、
愈

々
の
猶
豫
期
間
並
に
納
期
は
大
賊
省
令

の
定
む
る
所
に
委
ね
て

み
る
の
で
あ
る
。

大
賊
大
臣
は
}比
委
任
に
基
き
、
徴
股
猶
豫
朝
命
を
以
て
猶
豫
期
間
並
に
納
期
を
慰
め
て
み
る
。
帥
ち
そ
れ
に
依

れ
ば
、

r左
の
如
く
で
あ
る
。

　

む

　

　

　

む

留

三
種
所
得
櫨
に
在
っ
て
は
(
乙

歪

+
二
年
度
分
の
壁

跡
雰

締
盟

大
正
+
三
年
五
月
一手

百

眼

ヨ

コ

セ

ら

ロ

　

モ

じ

カ

も

ご
し
、

薇
破
獄
豫
期
令
第
一僅

、

(
p
)震
災
被
害
者

の
所
得

税

に
就
て
は
大
正
±

二
年
五
月

「
日

よ
b
大
正
十

四
.年

こ
星

+
八
日
迄
の
闘
に
於
て
霧

署
長
の
適
當
藷

む
・
時
期

に
之
を
徴
牧
し
・
(
一
画

恕

鷹

慰

藩

ヘ

コ

レ

ロ

も

り

ち

も

マ

も

の
不
明
こ
な
り
た
る
も
の
に
就

て
は
、
大
正
十
三
年
十
月

　
日
よ
り
大
正
十
四
年
七
月
三
十

一
日
迄
の
問
に
於
て

税
務
署
長
の
適
當
ε
認
む
る
時
期
に
之
を
徴
牧
す

る
こ
ご
ぜ
し
て
あ
叡
。
(回
金
四
條
)

右
の
中
震
災
被
害
者
の
所
得
税
の
徴
牧
猶
豫
に
就

て
は
先

づ
納
税
義
務
者
之
を
申
請
せ
ね
ば
な
ら

澱
.

「其
申
請

書
は
大
正
十
二
年
十

↓、月
二
十
日
限
り
、
納
椀
地

の
市
歴
町
村
を
経

田
し
て
所
轄
税
務
署
長
に
之
を
提
出

せ
ね
ば

な
ら
澱

〔同
令
第
七
肇
。
但
し
被
害
の
事
實
顕
著
に
し
て
所
得
税
の
減
免
を
受
く
る
べ
き
ご
ざ
明
な
る
も
の
に
就
て

は
・、
納
税
義
務
者

の
申
請
な
き
場
合
に
於
て
も
之
を
猶
豫
す
る
こ
ε
が
出
来

る
。
(同
令
第
四
條
)

時

論

償
災
ぐ、租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

九
七
)

八
四
七



、

時

論

憂

患

税

筆

七
巻

(第
六
脱

失

)

八
四
ん

伺
辮
。喬

肝
僻
稠

に
在

っ
て
は
、
大
正
+
二
年
八
月
三
+

百

迄

に
終
了
し
た
る
事
業
年
度
分
が
問
題
蒙

る

ロ

　

む

が
、
そ
れ
は
被
害
の
歌
呪
に
慮
し
納
税
義
務
者
の
申
請
に
依
り
五
年
以
内
の
延
期
を
許
可
す
る
こ
ε
が
出
来

る
こ

ミ

な

っ
て
み
る

(同
令
要

條
)。
此
中
詰
書
は
大
正
+
二
年
±

月
三
+
日
限
り
所
轄
税
務
署
長
に
之
を
提
出

せ

ね
ば
な
ら
阻
。

恥

所
.
得

枇

の

減

冤

所
得
税
の
徴
牧
猶
豫
は
震
災
地

に
於
け
る
所
得
税
に
關
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
震
災
の
爲
に
損
害
を
受
け
た
る

ヨ

ち

も

ヤ

リ

ゐ

へ

も
の
ε
受
け
な

い
も
の
・し
を
包
括
し
て
取
扱

ふ
も
の
で
め
る
が
、
所
得
税
の
減
免
に
至

っ
て
は
震
災
被
害
者
の
み

ビ
開
引
ボ
ご
ピ
耐
グ
ボ
い
震
災

に
因

っ
て
損
害
を
受
け
た
れ
ば
こ
そ
、
其
税
を
免
じ
若
は
其
挽
を
輕
減
す
る
の
必

要
が
生
す

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
所
得
税
の
減
免
は
第
三
種
所
得
税

に
關
し
て
起

っ
て
摩
る
の
で
あ
る
。

璽

騨

霧

握

忍

馨

解

霞

嘗

剛
、
第
二
種
所
得
税
は
公
維

債
舞

預
隻

は
信
託
預
金
の

利
子
が
支
柳
は
る
、
際
天
引

せ
ら
る

、
の
で
あ

っ
て
、
震
災
に
因
り
何
等
影
響
を
畳
く
る
所
が

な

い

か
ら

で
あ

る
。
.

算
一
極
脾
徽
穐
に
脚
℃
ぴ
亦
濟
盈
研
駐
慰
配
超
鋭
測
。
大
正
十
二
年
九
月
後
に
事
業
年
度
を
終
了
す
る
法
人
に

在

っ
て
は
震
災
の
爲
に
受
け
る
馨

を
ば
総
損
金
の
中

に
加

へ
、
之
を
艘

益
金
よ
り
控
除
し
漢

人
所
得
を
計

算
す

る
が
故
に

(研
窮

奮

四
條
)
馨

の
難

で
あ

需

も
の
は
自
然
繧

人
所
得

が
無
去

る
で
め
ら
う
し
、



.然
ら
ざ

る
も
法
人
所
得

の
額

が
非
常

に
少

く
な

る
で

あ
ら

う
か
ら

、
法

人
所

得
税
は
震
災

に
因

っ
て
受

け
る
損
害

の
程

幾
に
懸
じ

て
免
除

せ
ら

れ
叉
ぱ
軽
減

せ
ら

れ

る

こ
ご

、
な

る
。
是

が
故

に
別

に
震
災

に
際
し

て
減
免
規

定
を

設

く
る
必
要

が
な

い
の
で
あ
る
。

む

　

第
三
種
所
得
税
の
減
免
は
震
災
被
害
者
の
申
請
を
待

っ
て
之
を
爲
ず
の
で
あ
る
。
故
に
所
得
税
の
減
免
を
得
ん

一こ
す
る
者
は
被
害
の
状
況
及
損
害
見
積
金
額
を
記
載
し
た
る
申
講
書
を
所
轄
税
務
署
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら

諏
、
其

も

も

期
限
は
大
正
十
三
年

一
月
三
十

　
日
迄

で
あ
る
。
但
し
震
災
當
時
に
於
て
納
税
地
が
震
災
地
に
在
b
た
る
納
税
者

で
、
被

害
の
事
黄
顯
著
な
る
も
の
に
付

て
は
申
請
な
く
ご
も
.
政
府
の
認
む
る
所

に
依
り
所
得
税
の
免
除
叉
は
輕

減

を
爲
す

こ
ご
が
出
来
る
。

私
は
以
下
項
を
身
ち
、
所
得
税
の
冤
除
ご
軽
減

ご
を
研
究
し
て
見
や
う
ε
思
ふ
。

田

所

得

税

の

免

除

我
国
の
所
得
税
法
に
依

れ
ば
、
第
三
種
所
得
挽
の
免
税
照
は
八
百
圓

ε
な

っ
て
み
る
(同
法
二
+
條
)
。震
災
被
害
者

が
震
央
に
因

っ
て
損
害
を
受
け
.た
る
が
爲
め
其
所
得
が
八
百
圓
以
下
に
落

つ
る
ε
き
は
、
所
得
挽
法
の
精
神
よ
り

い
ふ
も
、
之
を
冤
税
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(同
法
二
+
條
)
減
免
税
施
行
令
は
此
趣
旨
に
依

り
、
第
三
種
所
得
税
を
免
除

す
る
場
合
を
二
一に
分
ち
、
其

一
は
震
災
被
害
者
中
政
府
の
決
定
し
た
る
所
得
金
額

一
難
圓
以
下

(
同
居
の
戸
ま
叉

は
家
族
の
分
ε
の
含
算
額
に
依
る
)
の
者
に
し
て
自
己
(
同
居
の
戸
主
叉
は
家
族
を
含
む
)
の
所
得

に
係
る
其

の
住

時

論

撲
災
ε
租
税

蕗
十
七
巻

(第
六
號

九
九
)

八
四
九

「



曜

論

震
災
辛」租
税

・
第
十
七
巻

〔第
六
號

}
O
O
)

八
五
〇

曲名
.叉
ぽ

家
財

の
過
宇

が
震
災

に
蹴
り
滅
失

し
叉
は
其

の
用

を
篤

さ

穿
る

に
至
り

た
る
も

の
で
「あ
り
、

(同
令
第
二
墜

其

二
は

震
災

に
因

っ
て
受

け
た

る
損
害
を
所

得
中

よ

b
控

除

し
て
残
額

が
八
百
圓

に
満

た
ざ
る

に
至
b

た
る
も
の

〔同
令
錦
女
傑
)
で
あ

る
。
第

二
の
場

合

は
所
得

桃
浜

の
規
定

(同
法
二
+
條
)
を

そ
の
儘
、
藪

に
移

し
セ

る
も

の
だ
謂

っ

て

も
可

い
、
別

に
論
ず

る
の
要

が
な

い
。
第

一
の
場

合

に
至

っ
て
は
少

し
く
藪

に
辯

じ

て
世

か
ね
ば

な

ら
諏
。

第

一
の
場
合

に
於
て
免

税

の
恩
典
を
得

る
に
は
左

の
二

の
條
件

を
具

へ
ね
ば

な
・ら

鳳
。

山
.
震
災
被
害
者
の
所
得
に
し
て
政
府
の
決
定
し
た
る
金
額
が
一
寓
圓
以
下
た
る
こ
ε

圖

自
己
の
所
有
に
係
る
其
の
住
宅
叉
に
家
財
の
過
半
が
震
災
に
因
り
滅
失
し
共
用
存
爲
さ
射
る
に
至
り
た
ろ
こ
ご

.

此
中
穿
。斎

催

震
災
欝

碧

が
震
災

に
遇
は
な

い
前

に
、
既

に
所
得
の
少
き
も
の
で
め
る
こ
ε
を
明
に
示
し

だ
も
の
で
あ
る
臥
そ
の
限
界
を
萱
萬
圓

ξ
し
、
登
高
圓
に
満
た
な

い
者

の
み
に
此
恩
典
を
興

へ
や
う

こ
す
な
の
で

あ
る
。
而
し
て
其
壷
萬
圓

ぜ
い
ふ
限
界
は
政
府
の
決
定
し
紀
る
所
得
額
を
標
準
こ
し
て
之
を
定
む

る
の
で
あ
る
。

所
が
第
三
種
所
得

は
四
月
中
に
申
告

し
遅
く
ε
も
八
.月
末
日
迄
に
政
府
が
之
を
決
定
す

る
こ
ε

、
な

っ
て
み
る
。

所
で
今
回
の
地
震
は
九
日

一
日
に
起

っ
た
の
で
あ
乃
か
ら
、
既

に
親
則
通
り
に
所
得

の
決
定
を
了

へ
た
る
も
の
も

あ

っ
だ
ら
う
が
、
其
規
則
通
り
に
行

か
な

い
で
未
だ
決
定
迄
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
ら
う
。
既
に
決
定
し
て

み
た
に
せ
よ
ボ
だ
決
定
通
知
を
獲
せ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
に
相
濫
な

い
。
藪
に

「
政
府

の
決
定
し
た
る
所
得
金

.額
」
ε
い
ふ
は
此
等
の
場
合
を
包
括
す

る
も
の
で
あ
る
。
叉
税
務
署
に
俵

っ
て
は
所
得
額
決
定
に
關
す

る
書
類
を

■



、

糞

の
穿

に
繋

れ
て
v
塗

所
得
金
讐

不
明
ε
禦

た
も
の
も
み
ら
う
惑

う
い
ふ
も
の
に
就
て
ば
政
府

は
所
得
調
査
委
員
曾
に
諮
問
し
て
其
所
得
金
額
を
確
定
す
る
こ
ε

、
し
て
み
る

(減
堤
税
施
行
令
三
峰
)。
政
府
の
決
定

し
た
る
所
得
金
額
は
此
の
如
く
に
し
て
定

め
た
る
場
合
を
も
包
括
し
て
み
る
の
で
あ

る
。

聖

算

・
壁

・
遭
は
な
・
前
・
所
得
の
少
か
つ
薯

誕

蓼

聖

楽

慾

鼻

繋

霧

だ
露

ボ

ヘ

マ
こ
巴
で
あ
る
。
減
免
挽
施
行
金
の
文
句
は
震
災
被
害
者
自
己
の
所
有
に
係
る
其
の
住
宅
又
は
家
財
の
渦
孚
が
滅
失

ゆ

や

カ

む

し
叉
は
共
用
を
爲
さ
ご
る
に
至
り
た
る
も
の
ご
な

っ
て
み
る
。
弦
に
自
己
の
所
有
こ
い
ふ
も
所
有
名
義

の
如
何
を

問
は
す
事
實
自
己
の
所
有
な
る
だ
き
は
之
を
自
己
の
所
有
ご
看
做

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
居
の
戸
主
叉
は
家
族
が

う

へ

あ

ぬ

む

　

も

も

し

所
有
し
て
み
る
場
A
口
も
亦
同
様
で
あ
る
。
其
同
居

の
戸
主
又
は
家
族
こ
い
ふ
は
所
得
決
定
常
時
に
同
居
し
て
み
た

ヤ

マ

ゆ

ヤ

へ

け
じ

り

も
の
を
撫
す

の
で
あ

る
。
自

己
所
有

の
位
.宅

乏

い
ふ
は
自

己

の
居
住
し

て
み
た

こ
ご
を
意
味

す

る
も

の

で
あ

る
、

從

っ
て
必
や

し
も
生
活

の
本
糠

た

る
こ

ど
を

要

せ
な

い
。

さ
う

な
る
ε
二

つ
以
上

の
住
宅

を
認
む

る
こ

ご

、
な

る

蛮

其
場
合
に
於
て
損
害
の
過
字
で
あ
る
か
否
か
は
、
全
部
を
通
じ
て
認
定
せ
ね
ば
な
畠

こ
ミ

な
る
の
で
あ

る
。

又
朔
己

の
住
宅

こ
い
ふ

か
ら

に
は
別
荘

等
の
如

き
、
自

己

の
常

に
仕

ま

っ
て
み
な

い
も

の
は
之
を
除

か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
蕉

物
馨

住
宅
附
騰
の
建
物
は
住
宅
の
蔀

を
形
づ
ゑ

お

忌

て
之
を
包
括
し
て
見

ね
ば
な
ら

ぬ
。

も

も

へ

し

も

　

ロ

自

己
所

有
の
家
財

ご

い
ふ
は
生
活
上

必
要

な

る
財

を
意

味
す

る
、
絶

っ
て
生
活

上
必
要
な

る
衣
類

、
装

身

具
y

時

論

震
央
ぜ、租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

一
〇
一
)

入
五
一



.

.

、

「

時

論

震
災
ミ
租
税

第
+
七
絵

(第
八號

δ

二
)

八
五
二

家
具
、
什
騒
、
書
籍
等
を
指
す

こ
ε

、
な
ヴ
、
.隼
活
の
必
要
を
超
ゆ
る
善
書
、
骨
董
叉
は
娯
樂
品
等
は
之
を
含
ま

な
い
の
で
あ
る
。

自
己
所
有

の
住
宅
叉
は
家
財

に
關
す

る
右
の
解
樺
は
減
冤
税
施
行
令

の
公
権
的
解
緯
に
從

つ
π
も
の
で
あ
る
。

や

し

ヤ

も

や

も

ろ

も

も

む

む

同
施
行
令
は
自
己
所
有
に
係

る
其
の
住
宅
叉
は
家
財
の
過
半
ご
い
ふ
こ
蓬
を
係
件
ご
し
て
み
る
。
件
宅
叉
は
家
財

の
過
半

ご
い
ふ
以
上
は
、
住
宅
の
み
の
過
掌
に
て
も
、
家
財
の
み
の
過
半
に
て
も
可

い
澤
で
あ
る
。
其
過
半
で
み

る
か
否
か
は
大
膿
の
贋
格

に
依

っ
て
認
定
す

る
よ
り
外

め
る
ま
い
。
公
灌
的
解
繹
も
左
様

に
解
し
て
み
る
。
是
が

故
に
住
宅
が
倒
壊
し
た
も
の
、
叉
は
焼
け
た
も
の
は
、
そ
れ
丈
で
此
條
什
に
適
ふ
こ
蓬
、
な
る
。
住
宅
は
倒
壊
も

せ
な
い
し
、
焼
け
も
せ
な

い
`
し
て
も
家
財
が
家
の
中
に
て
破
損
し
、
叉
は
屋
外
に
取
り
出
し
て
嶢
か
れ
な
ご
」
し

全
艦
の
家
財

の
過
宇
が
其
の
用
を
爲
さ
な

い
様
に
な
る
ご
、
反
比
條
件

に
適

ふ
こ
ざ

、
な
る
。
壼
萬
圓
未
満

の
所

得
者
が
自
己
所
有
の
住
宅
又
は
家
財
の
過
宇
を
失
ふ
に
至
ら
ば
、
そ
の
住
家
叉
は
家
財
の
恢
復
の
爲
に
登
高
圓
位

を
必
要

ε
す

る
こ
ご

、
な
り
、
所
得
あ

っ
て
所
得
な
い
ご
同
じ
こ
芝
に
策
す
る
で
あ
ら
う
。
是
れ
萱
萬
圓
未
満

の

所
得
者
に
第
三
種
所
得
税
を
免
除
す
る
所
以
で
あ
る
。

切

所

得

税

の

軽

減

、

(

震
災
被
害
者

の
中

で
所
得
金
額
壷
萬
圓
以
下
し
か
持
た
な
い
も
の
で
、
自
己
の
所
有
に
係

る
其

の
住
宅
叉
は
家

働
の
撃

が
滅
失
し
叉
は
蓄

用
義

寒

い
や
・ヲ
に
な
寝

も
の
に
付
て
は
、
魏

べ
盤

謝

三
奮

得
覗

＼

'



篭

集

る
分
で
み
る
が
・嚢

馨

草

に
は
・腔
響
誰

騨

が

募

碧

郭

が

が

誤

・
賦
瓢

際
跡
堺
聖
朔
㌍
研
下
ぺ

郎
卍
禦
肝
存
び
解
郵

ハび
世
智
砕
剛
禦
卿
曜
溜
翠
溜
ゼ
淀
ダ
卿
が
鮮
劉
ザ
篤
い
押
ド
.ゐ

ボ
。
是
等
の
人
に
謝
し
て
は
勿
論
冤
税
す
る
こ
巴
は
出
家

漁
が
、
そ
が
震
災

の
爲
め
に
損
害
を
受
け
て
み
る
以
上

は
明
に
所
得
を
減
損
し
て
み
る
か
ら
、
所
得
税
を
軽
減

し
て
や
ら
ね
ば
な
ら

諏
。減
免
税
施
行
令
は
此
の
如
き
震
災

被
害
者
に
黝
し
て
は
、
政
府
の
決
定
し
だ
る
所
得
金
額
中
よ
り
相
當
の
金
額
を
控
除

し
其
残
所
得
金
額
に
所
得
税

　

　

　

　

法

に
定

め
ら

れ
た

る
税
率

を
嘗

て
徹

め
る

べ
き
こ

ε
を
定

め
て

み
る
。
暴

れ
所
謂
控

除
査
定
な

る
も
の

で
あ
る
。

へ減
免
椀
施
行
令
三
傑
)。

む

む

　

む

　

　

ロ

控
除
す

べ
き
金
額
は
三
の
標
準

に
依

っ
て
之
を
定
め
る
、
其

「
は
自
己
の
所
有
に
係
る
共

の
住
宅
又
は
家
財
の

如
き
利
用
財
が
滅
失
毀
損
し
た
る
程
度
を
見
て
、
所
得
額
よ
り

一
定
歩
合
を
控
除
す
る
も
の
で
あ
ぜ
、
其
二
は
固

定
資
本
流
動
資
本

の
如
き
瞥
利
財
が
滅
失
毀
損
し
π
る
矯
め
に
生
じ
た
る
損
害
を
見
積
り
、
其
見
積
金
額
を
苗
に

所
得
檎
顧
よ
り
控
除
す

る
も
の
で
あ
り
.
其
三
は
動
勢
所
得
警
乗
所
得
奪

に
し
て
麗
災
の
影
響
に
依

り

全

部

叉

は
大
部
分
を
得
る
こ
ご
能
は
ざ
る
に
至
り
π
る
ε
き
、
其
所
得
の

一
定
歩
合
を
研
得
額
よ
り
控
除
す

る
も
の
で
あ

る
。
私
は
此
三
の
標
準
に
付

き
逐
次
吟
味
し
て
見
や
う
ご
思

ふ
Q

の

和
静
財
か
激
拠
跡
掛
麹
楡
準
e
か

ゲ
励
脊

、

減
免
枕
施
行
令

に
は
自
己
〔
同
居

の
戸
主
叉
は
家
族

を
含
む
)
の
所
有

に
係

る
其
の
住
宅
叉
は
家
財
が
震
災
に
因

-時

論

、震
災
ミ
租
税

、

鶴
十
七
巻

〔第
・[ハ號

[
〇
三
)

八
五
三

引



時

論

震
災
ε
相
擁

r

錆
十
七
塩

(第
六
號

一
〇
四
)

入
五
四

り
滅
失

又
は
毀

損

し
花
る

ご
き

ご
明

証
し
て

み
る
。
其

の
住
宅

叉
は
家
財

の
滅

失
毀
損

の
程
度

を
標
準

ご
し
、
一
.
二

の
場
合
を
雇

分
し
、
其

滅
失
毀
損

の
程
度

の
甚

し
き
も

の
を
甲

ご
し
、
之
に
次
げ

る
も
の
を
乙

ご
,し
、
更

に
之

に

次
げ

る
も

の
を
丙

こ
し
、
各
異

れ

る
控
除
牽

を
當

て
欲

め
る
こ
ε

、
し

て
あ

る
。
詳

言
す

れ
ば

、
甲
は
住
宅

叉
は

家
財

の
過
牢

が
滅
失

し
叉
は
其

の
用

を
爲

さ
ゴ
る
に

至
り
π

る
も

の
、
乙
は
住
宅

叉
は
家
財

の
損
害

甲

の
程
度

に

達

せ
ざ

る
も
、
其

損
害
甚

し
き
も

の
、
丙
は
住
宅

叉
は

家
財

の
損
害
乙

の
程

度

に
達

せ
ざ

る
も

の
で
あ

る
。
而

し

て
此
三
の
野

を
定
む
る
に
は
・
住
宅
豪

財
妥

別
々
塩

用
せ
す
蕾

審

察

募

野

密
謝
製

・
婆

ヘ

ヤ

し

ヘ

セ

も

も

も

ヤ

ぬ

ヤ

リ

も

あ

り

　

む

　

き
方

に
依

っ
て
之
を
定
む

る
の

で
あ

る
。
控
除

牽
は

甲

に
於

て
最

も
大

で
、
乙

之
に
次
ぎ
、
丙

に
於
て
最
も

小
で

あ

る
。
且

つ
甲
乙
丙

ε
も

に
そ

の
中

に
於

て

一
様

の
控
除
・牽
を

以

て
臨

ま
す

、
所

得
額

の
多

く
嫁

る
起
從

て
控
除

牽
を

少
く
す

る
こ
ε

、
し

て
み
る
。
今

控
除

牽
を
表

に
て
示

せ
ば
左

の
如

く
て

あ
る
。

所
得

金
額

申

一
萬

圓

以

下

の
金

額

(揃
居

の

戸
主

叉

一1
搬
族

の
分

こ

の
合

算
頽

に
依

る
以
下

同
じ

)
り

:
.
.
・・
:
・
・全

論
難

纐
　響
一◎
蘇
遜
一一◎
一挺
需
一翻
　

所
得

金

額
山
⊥

萬

圓
以

下

の
金
額

(同
居

の
戸
主

叉
ば

家
族

の
分

ミ

の
合

算

額

に
依

ろ
以

下
同

じ
)
り

・・
:

・:

:

・五

識同

一
萬

圓

か

超

え

二

萬

圓

以

下

の

金

額

の

・
:

:

:

:

・
.
.
鴇
。
・
:

・
:

:

.

.
:

.

.

.
,
;

:

.
:

.
:

:

:

:

:

.

.

.

.
三

同

二

萬

圓

奄

超

乳

五

萬

圓

以

下

の

金

額

の

;

:

:

・
.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

・
:

:

:

:

:

…

:

・
:

,
.
・
・
:

二

伺

五

高

風

な

超

ゆ

る

金

額

の

・
:

:

:

:

…

・
:

・
・
:

一
:

:

・
:

・
:

」
…
.

:

:
.
:

・
:

・
:

・
.;

:

;

:

・
:

.
;

.

】

・側 割 割 割 割 割 割 割 部



、面
識
得輪
臨
雛
縞
輪
粗
雑
餐
経
漆

誘
N速

傭
喉
織
縞
揚

一
「
一一
昆

糊

此
表
に
依

っ
て
之
を
観

る
ε
き
は
、
控
除
率
は
超
邊
額
道
進
傘
で
あ
る
。
此
控
除
を
駕
し
た
後
の
残
額
よ
り
見

る
ど
き
は
所
得
額
の
多

い
程
残
ざ
れ
る
歩
合
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
.超
掲
額
累
進
牽

ε
い
ふ
こ
ε
が
出
來

る
・
蓋
し
所
得

の
多

く
な
る
に
從
魯

菱

は
家
財
の
滅
失
毀
損
の
打
撃

ぞ

な
る
か
ら
、
此
逆
進
的
控
除
摩

マ

ヤ

　

む

　

は
之
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
.ぬ
。
叉
此
控
除
孝
は
超
過
額
逆
進

ピ
な

っ
て
み
る
こ
`
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
超
渦

雲

鶴
繰

謬

餐

謬

夢

掌

禦

ポ
ひ
の・ど
、い
か
。
例
へ
ば
甲
の
場
曾

於
て
+
八
萬
圓
の
所
得
額
が

決
定

せ
ら
れ
て
る
た
ε
假
寇
す
る
。

さ
う
す
る
ε
十
五
萬
圓
中
、

一
萬
圓

に
謝
し
て
は
全
部
控
除
、

一
萬
圓
を
超

え
て
こ
萬
圓

に
至
る
迄

璽

萬
圓
に
樹
心
て
八
割
控
除
、
襲
り
二
千
圓
、
次
に
二
萬
圓
を
超
え
五
萬
圓
に
至
る
迄

の
三
萬
圓
に
謝
し
て
は
、
六
割
控
除
、
襲
り

一
萬
二
千
圓
、
五
萬
圓
を
超

え
十
萬
圓

に
至
る
迄

の
五
萬
圓

に
聾
し

て
は
四
割
控
除
、
残
b
三
萬
圓
、
十
萬
圓
を
超
ゆ
る
八
萬
圓

に
射
し
て
は
二
割
控
除
、
穫
り
六
萬
四
千
圓
、
計
残

額
十
萬
八
千
圓

こ
な
る
単
比
残
額
に
謝
し
所
得
税
法
に
定
む
る
所

の
累
進
視
牽
を
嘗
て
簸
め
る
の
で
あ
る
。

　
ラ

コ
つ
し
ら
ヤ
ヤ
セ
し
コ
う
も
や
セ
カ
も
も

ロ

智
利
財
の
滅
失
毀
損
を
標
準
ε
す

る
場
合

.

讐
利
財
ど
い
蜘
は
個
人
が
管
和
を
寫
す
爲
め
に
用

ひ
ら
れ
る
固
定
資
本
流
動
資
本
を
指
す
。
減
免
税
施
行
令
に

は

「
所
得
税
法
第
十
四
僚
第

一
項
第
六
號

の
所
得
の
基
因
た
る
自
己
所
有

の
家
屋
其
他

の
築
造
物
、
船
舶
、
機
械

器
具
、
商
品
、
原
料
品
等
が
震
災

に
因
b
滅
失
又
は
毀
損
し
た
る
ε
き
」
ε
書

か
れ
て
あ
る
。
藪
に
所
.得
税
法
第
十

時

論

震
災
ε
租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

一
〇
五
)

入
五
五



『

時

論

震

紘

.

第
十
七
巻

(第
六
號

一
β
六
)

入
五
六

四
條
第

一
項
第
六
號

所
.
.ほ

、
俸
給
給
料
歳
費
、
年
金
恩
給
、
田
畑
所
得
、
山
林
所
得
、
賞
典
金
、
配
當
金
以

ヤ

や

し

も

あ

セ

　

ぬ

も

も

マ

ち

し

も

ぬ

も

外

の
所
得

に
聞
す

る

」
、
螢
業
所

得

、
職
業
所

得
等

が
具
案

な
る
も

の
で
あ
る
。
其

「
所

得

の
基
因

た
み
」

も
の
は
、
必
ず

し
-
.

掴
金

観
算
出

の
基
本

`
な
り

た

る
物

件
た

る
こ
ε
を
要

ぜ
な

い
、
瞥
業
者

の
警

乗
場

、
瞥も

師
辯
護
⊥
⊥
等
の
事
務
淵
、

別
院
及
び
其
附
騰

の
器
蟄
'機
械
等
を
包
含
す

る
も
の
ご
解
繹
せ
ら
れ
て
る
る
。
ヌ

「
商

も

ヵ

し

ロ

リ

品
原
料
品
等
」
ε
・∴
る

自
己
の
占
有
し
て
み
た
も
の
に
限
ら
す
、
倉
庫
業
者
、
蓬
蓬
業
者
等
に
委
托
中
の
も

の
ε
難
こ
も
、
自
己

'い

有
す

る
物
品

の
滅
失
毀
損
し
把
る
も
の

、
中

に
数

ふ
べ
き

で
あ
る
。

是
等
の
瞥
利
財
の
臓
卜
毀
損
は
其
滅
失
毀
損
し
た
る
程
度
に
於
て
瞥
業
者
は
職
業
の
損
失
ε
な

つ
で
現
は
れ
る

も

カ

カ

も

ヤ

も

ち

し

ヘ

ヘ

ヤ

や

め

ほ

り

も
　

も

　

サ

も
の
で
あ
る
。
そ
.
.}で
減
免
挽
施
打
令

に
此

の
如
き
場
合

に
は
其
損
害
見
積
金
額
を
決
定
所
得
額
よ
り
控
除
す

べ

　
ト

カ

い

も

も

へ

.

き
こ
ε
を
定

め
て
み
る

「,損

害
見

積
金
額
」
は
滅
失

叉
は
毀

損

し

た
る
物
件

弔
就

て

一
力
評
債

せ
ね
ば
な
ら

諏
が

ギ

の
物
件
が
髪

講

填

て
有
し
て
ゐ
蒔

韓

依

っ
て
之
を
計
算
す

べ
き
こ
ε
は
摩

る
迄
も
な

い
。
但
し

其
滅
失
毀
損

に
依

っ
て
保
陰
金
を
受
け
セ
ご
き
は
、
其
損
害
は
そ
れ
丈
け
補
償
せ
ら
れ
た
の
で
め
る
か
ら
、
損
害

見
積
金
額
の
中
よ
り
保
険
金
額
を
差
し
引

か
ね
ば
な
ら
隙
。

智
利
財
の
滅
失
毀
損
の
場
合
は
右
述
ぶ
る
が
如
く
利
用
財
の
滅
失
毀
損
の
場
合
ε
全
然
異

っ
て
み
る
の
で
あ
る

た
　

も

ヘ

ヤ

ロ

お

へ

る

ヤ

ヤ

ヤ

へ

り

で

ヘ

カ

も

も

で

ロ

も

ヘ

セ

も

ヘ

モ

へ

が
、
唯

一
ヴ
震
災
被
害
者
が
所
得
の
基
因
た
る
自
己
所
有

の
家
屋
に
住
居
す
る
場
合

に
於
て
互
に
交
渉
す
る
こ
ご

、
な
る
『
例

へ
麟
螢
豪
者
叉
ば
自
由
職
業
者
が
自
己
の
住
宅
に
於
て
襲
業
を
な
し
、
叉
は
職
業
を
執

っ
て
み
る
が



,

如
き
で
あ
る
。
此
の
如
ざ
場
合

に
は
、
自
己
住
宅

の
滅
失
毀
損
は
利
用
財
の
滅
失
毀
損
こ
も
見
ら
れ
.
叉
螢
利
財

の
滅
失
毀
損
こ
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
其
何
れ
に
見
る
か
に
依

っ
て
控
除

の
程
度

に
相
違
を
生
事

る
課
で
あ
る
、

震
災
被
害
者
の
利
害
に
關
す
る
こ
ご
少
く
な

い
。
そ
こ
で
減
免
税
施
行
令
ば
此
の
如
き
場
合
に
は
震
災
被
害
者
の

撰
揮

に
依
り
て
之
を
決
す
る
こ
ε

、
し
て
み
る
(何
施
行
令
第
三
條
三
蓼
。
勿
論
此
場
合

ご
錐
こ
も
所
得
の
基
因
た
る
ε

同
時

に
住
居
の
用
に
供
す
る
家
屋
に
限

っ
て
右
の
規
定
に
依
る
の
で
め
つ
て
、
其
他
に
及
ぶ
べ
き
で
な

い
。
故
に

同

　
匠
域
内
に
在

る
家
屋
で
も
所
得
の
基
因
の
み
に
使
用
す

る
も
の
に
就
τ
は
震
災
被
害
者
が
選
澤

し
て
(
イ
)
の
.

控
除
率
を
適
用
す
る
こ
`
出
来

繍
。
天
真
家
屋
内

に
在
る
家
財

ご
瞥
業
用
機
械
雑
具
商
品
原
料
品
等

ε
は
之
を
適
、
.

當
に
歴
扮
し
て
、
前
者
は
(
イ
)
の
控
除
を
な
し
、
後
者
は
(
こ

の
控
除
を
な
さ
ね
ば
な
ら
阻
。

震
災
被
害
者
が
所
得

の
基
因
た
る
自
己
の
家
屋

に
住
居
す
る
ε
き
は
右
述
ぶ
る
が
如
く
(
イ
)
の
場
合
ε
(
ロ
}
の

場
倉

を
邊
撰
す
る
・
嘉

繋

る
が
、
若
し
貧

研
霧

鐘

鞍

獄

事

撚

何
事

心
妻

ε
い
商

題
が

起

る
。
減

免
悦
施

行
令

の
公
権

的
解

繹

に
依

れ
ば

此

の
如

き
場
く
日
に
ぼ
挑

除
金

額

の
多
額
な

る

↓
方

を
適

用

す

べ
き
で
め
る

こ
し

て

み
る
b

蓋

し
震
災
被
害
者

が
遡

撰
す

る
ε
ぜ
ば
、
ざ
う
す

る
で

あ
ら
う

・し
考

へ
ら

れ

る
か
.

ら

で

あ
る
。
併

し
乍
ら
此

の
和
ぐ

取

扱
ぶ

も
の
`
す
れ

ば
初

よ
り
澱
澤
権
を
與

へ
す

、
控
除
額

分
人

な

る
方
を
適

用
す

る
ご
し

て
置

い
た
方

が
更

に
簡
便

で
は
な

か

つ
セ

か
ε
思

は
れ

る
の
で
あ
る
。

.

.

・

,
.
.

↓

所
得
経

塔

馨

嶺

掛

倒

時

論

震

央
ご
租
税

第
千

七
巻

へ策
押
競

…
〇
七
)

入
五
七

.

、

、



'噌

時

論

震
鑑
ミ
租
税

第

十
七
巻

(第
噛
號

一
〇
八
)

入
五
八

震
警

依
っ
て
所
難

得
・
こ
塞

出
蓋

や
・・
寒

つ
た
曝

は
、
そ
れ
だ
け
決
定
覆

の
中
　

控
撃

、

.

ね
ば
な
畠

・
波
綿

施
行
令
は

「所
得
税
法
第
+
四
條
篁

項
第

一
號
又
は
笙

ハ
號
の
所
得

付
漿

の
影
響

に
依
り
敗
入
の
全
部
ヌ
は
大
部
分
を
得
る
こ
嘉

は
ざ
る
に
至
り
た
る
ξ

は
當
該
所
得
の
=
一分
の

一
に
相
當
す

も

う

も

い

も

ゐ

も

も

も

や

も

り

し

も

カ

セ

コ

リ

も

し

る
金
額
」
を
控
除
す

べ
き
、こ
ε
を
定
め
て
み
る
。
喜

所
得
税
法
弟
+
四
條
第

重

文
は
第
六
號

の
所
得

ざ
は
捧

紛
紛
錐

嚢
年
金
恩
給
叉
は
笹
葉
所
得
職
業
所
得
等
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
.從

っ
て
此
場
倉

震
災
に
依
り
動
勢

の
機
會
を
失
ひ
叉
は
瞥
業
や
職
業
を
中
止
し
た
る
が
爲
め
に
牧
入
の
全
部
又
は
大
部
分
を
得
る
こ
ご
能
は
ざ
る
に
.

至
り
た

を

き
當
該
所
得

の
三
分
の

一
に
相
賞
す

る
金
額
を
控
除
す
る
ε
い
ふ
.・
達

締
す
る
の
で
あ
・
。
嚢

に
依
り
牧
人
の
全
部
又
は
大
部
分
を
得

る
こ
ご
が
出
來
な
く
な

つ
だ
ε
す
れ
ば
そ
の
限
度
に
於
て
所
得
を
控
除
す

れ
ば
可

い
筈
で
あ
る
。
即
ち
麗
災
後
失
職
し
叉
は
縫
業
や
職
業
を
休
み
て
終

に
年
度
末

に
及
ぶ
ε
き
は
決
定
所
得
一

よ
り
+

二
分
の
七
蓬

除
す
.べ
き
で
め
・
。
然
包

蜷

税
施
行
食

像
を

、
常
談
所
得
の
三
分
の

三

相
嘗

す

る
金
額
を
控
除
す
る
に
止

め
て
み
る
。
頗
る
不
徹
底
ご
い
は
ね
ば
な
亀

。
そ
こ
で
減
免
視
施
行
令

の
蚕
纏
的
.

羅

は
暫

所
謂
惣

零

婁

鄭

雰

潔

九
月

百

以
後
+
二
月
杏

ま
で
の
牧
人
の
企
斐

は
大
部
分
.

砿
指
す
も
の
轟

明
し
て
み
る
・

さ
)

い
嵐

に
解
す
れ
ば
所
得

の
三
分
の

一
箱

賞
す
・
金
額
を
控
除
す

る
.、
、

ε
が
奮

幕
.
る
の
で
あ
る
。
施
行
令
は
多
分
震
災
の
髭

・
に
依
り
動
勢
の
機
會
を
失
ひ
叉
は
瞥
業
や
職
業
を
宇

摩

な
.鶴

間
を
四
ヶ
月
間
轟

想
し
た
の
で
あ
ら
　
。
、
併

し
乍
ら
四
・
月
を
讐

る
讐

至
て
、
果
し
て
動
勢

`



者
が
再
び
就
職
口
を
縁

る
か
、
叉
は
轡
業
者
職
業
者
が
再
び
糖
葉
職
業
を
執
る
こ
ε
が
出
来
る
や
ケ
に
な

る
か
、

そ
は
値
入
も
豫
想
牢
る
こ
ε
が
出
來
な
い
こ
ご
で
あ
、る
。
若
し
減
免
税
施
行
令
が
真

に
震
災
後
四

ケ
月
の
所
得
の
・

み
を
券

へ
そ
牝
に
相
當
す
る
金
額
を
決
定
所
得
全
部
よ
り
引
く

べ
き
も
の
ε
す

る
な
ら
ば
、
寧
ろ
其
趣
旨
を
施
行
、

命
中
に
明
に
し

て
置
く
方
が
よ
か

っ
た
ら
う
ご
思
は
れ
る
。

ノ

・
此
所
得
額
の
三
分
璽

に
相
當
t
る
金
額
は
直
に
當
該
種
目
の
所
得
よ
り
控
除
す

る
の
必
要
が
無

い
、
(
乙

及
.

(
ロ
)
の
金
額

ε
合
算

し

て
所

得
金

額
の
中

よ
り
控
除

す

ダ
き

で
あ
る
。

r

、三
.
誉
業
税
の
減
免
及
徴
牧
猫
豫

瞥
業
税

に
就

て
も
第
三
種
所
得
税
ご
同
様
に
減
免
並

に
徴
牧
猶
豫
の
問
題
が
起
る
。
第
三
種
所
得
挽
の
場
合

帯

同
、じ
く
、
先
づ
徴
収
猶
豫
を
論
じ
、
後
減
免

に
及
ぶ
こ
ざ
、
す
る
。

D

警

業

挽

の

徴

牧

猶

豫

瞥
業
税
法
に
依
れ
ば
其
納
税
期

は
二
期

に
分
れ
て
み
る
、
策

動

は
六
月
で
、
第
二
期
は
+

百

で
あ

る
。
徒
.

て
大
正
十

二
年
度
の
第

一
期
分
は
霞
災
前

に
既

に
納
付
濟
ど
な

っ
て
み
る
筈
で
あ
っ
て
徴
牧
猶
豫
の
問
題
が
起
ら
.

県

唯
納
付
未
済

に
係

・
粒
の
並
に
第
二
期
分
に
關
し
て
徴
牧
猶
豫
の
問
題
が
起
る
。

何
敢

に
讐
業
挽
の
徴
牧
猫
琢
を
爲
ざ
ね
ば
な
ら

漁
か
は
、
所
得
税

の
徴
牧
猫
豫
の
理
由
ε
同
じ
こ
`
で
め
る
、
.

博

論

震
災
ご
租
税
.

第
ピ丁
七
巻

〔第
六
號

【
〇
九
)

入
五
九



、

時

論

震
災
ミ
相
役

第
卜
七
巻

(第

八號

=

9

八
ぎ

　
ロ

ほ

む

む

　

む

　

む

む

ワ

ゆ

り
　
む

ゆ

む

　

む

　

り

　

ひ

む

藪

に
繰
b
返

へ
す
必
要
が
無

い
。
唯
徴
牧
猶
豫
の
期
間
並
に
徴
牧
猶
豫

せ
ら
れ
た
る
も
の

、
納
視
期

に
就
て
は
必
、

す
し
も
規
定
を
同
じ
く
し
て
み
な
い
か
ら
藪

に
述

べ
て
見
ね
ば
な
ら

戯
。

.

減

免
撹
施
行
令
憾

震
災
地

に
於
て
納
付
す

べ
き
管
渠
椀
で
、
納
付
未
済
に
係
る
も
の
に
就

て
は
其
散
散
を
狸

鞣
し
、
大
正
十
二
年
十

一
月

一
日
以
後
に
於
て
大
藏
大
臣
其
納
期
を
定

め
、
管
業
挽
の
二
期
分
は
大
蔵
大
臣

の
定
.

む
る
所
.に
依
り
其
の
徴
牧
を
猶
豫
す
嬉
規
定

し
て
み
る
。

〔同
令
弟
レ
四
條
)

徴
牧
猶
豫
期
令
一
(大
藏
省
令
第
二
+
六
號
)
ぽ

此
減
冤
税
施
行
令
の
委
任

に
基
き
猶
豫
期
間
並
に
納
期

を

定
め
て
み

る
。
そ
れ
に
依
る
ご
、

の
瞥
業
秘
策

一
期
分
の
納
付
未
済
の
も
の
に
就
て
は
納
税
期
を
大
正
十
二
年
十
二
月

二

十

目

限
り
ε
し
て
ゐ
.

(
る
。

エ

マ

エ

へ

ゐ

リ

ヨ

リ

ヘ

ヘ

へ

切
螢
業
視
第
二
期
分
に
就
て
は
(
イ
)震
災
被
害
者
に
…罰
し
徴
牧
の
猶
豫
を
許
し
、
大
正
十
三
年
三
月
三
十

一
日
一

(

り

　

限
り
之
を
徴
牧
す

る
こ
ξ

、
し
て
み
る
。
尤
も
此
徴
牧
猶
豫
は
細
視
義
務
者
之
を
申
請
せ
ね
ば
な
ら
諏
。
其
申
請

曾
は
大
正
十

二
年
十

一
月
二
十

日
限
り
納
税
地

の
市
町
村
を
輕
喧
し
、
所
轄
税
務
署
長

に
之
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら

兎
。
但
し
被
害
の
事
實
顕
著
に
し
て
瞥
業
税
の
減
免
を
受
く
べ
き
こ
ε
明
な
る
も
の
に
就
て
は
納
税
義
務
者
の
申
.

講
な
き
場
合
に
於
て
も
之
を
猶
豫
す
る
r
ご
が
出
来
る
。

(
ロ
)
次
に
瞥
業
視
調
査
委
員
會
の
調
査
に
依
b
政
府

の
決
定
し
た
る
大
正
十
二
年
度
笹
葉
視
課
税
機
準
が
震
災

卜



に
因
り
不
明
こ
な
り
た
る
も
の
に
付
て
は
、
政
府
は
笹
葉
税
調
査
委
員
會

に
諮
問
し
て
、
其
課
税
標
準
を
確
定
し
、

つ

ミ

リ

る

ロ

も

コ

も

う

リ

ロ

ロ

識

免
税
施
行
令
第
+
條
　、
大
正
十
三
年
五
月
三
十

…
日
限
り
徴
牧
す
る
こ
ε

＼
し
て
み
る
薇
牧
猶
豫
期
令
第
五
條
)。

此
規
定
に
依
る
ε
震
災

に
因
り
課
税
標
準

の
不
明
ε
な

っ
た
も
の
に
就
て
は
、
自
然
に
大
正
十
山
二
年
度
の
管
楽

税
調
査
委
員
會
に
於
て
木
課
十
三
年
夏
分
ご
同
時
に
調
査

し
、
大
正
十
∴
年
度
第
・…
、期

分
は
大
正
十
コ
.一年
五
月
中
.

「に
徴
牧
し
、
大
正
十
三
年
度
第

】
期
分
を
翌
六
月

に
徴
牧
す

る
こ
ざ

、
な
る
で
あ
ら
う
。

此
規
定
は
震
災
被
害
者

で
あ
る
ε
否
琶
を
問
は
す
、
之
を
適
用
す
.る
も
の
で
あ
る
こ
ε
論
ず

る
迄
も
無
い
。

の

笹

葉

挽

の

減

免

我
管
楽
税
法
に
依
れ
ば
其
課
税
標
準
は
品別
年
の
實
績
に
依

っ
て
之
を
計
算

(同
法
第
卜
六
條
)す
る
も
、
其
年
起
於
け

.

る
笹
葉
利
益
が
其
年
分
瞥
業
税
額
に
達
せ
ざ

る
ε
き
は
管
業
者
の
申
請

に
因
り
不
足
額

に
相
當
す

る
瞥
業
視
を
免

・除
す
る
こ
ε

、
な

っ
て
み
る

(第
二
†
九
條
〉、
換

言
す
れ
ば
瞥
業
利
益
が
無

い
場
合

に
は
税
を
免
除
す

る
の
で
あ
る
。

p震
災

に
因

っ
て
損
害
を
受
け
た
る
者
が

}
年
を
通
じ
て
轡
業
利
益
を
得
な
い
こ
ご
、
な
れ
ば
當
然
此
規
定
が
嘗
て

.

欲
ま

っ
て
別

に
免
除
の
規
定
を
設
ぐ
る
必
要
が
無

い
。
所
で
震
災
被
害
者
も
大
正
十
二
年
度
に
於
て
は
四
月
よ
b

八
月
迄
五

ヶ
月
間

は
笹
葉
を
な
し
利
益
を
得

て
み
た
の
で
、
第

一
期
の
瞥
業
挽
は

之
を
納
訪
て
の
た
の
で
あ
る
。
.

・九
月

一
日
の
震
災
に
因
り
.損
害
を
受
く
る
に
至

っ
て
は
震
災
前

に
於
て
假
令
利
益
を
擧
げ
て
み
た
に
せ
よ
、
之
に

楼
業
挽
第
一
.粕
川
分
を
課
す

る
は
酷
で
あ
る
ど
い
は
ね
ば
な
ら
阻
。
そ
こ
で
減
冤
税
施
行
令
は
、
此
の
如
き
震
災
被
.

時

論

震
災

ξ
租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

}

一
こ

入
歯

】



時

論

震
災
こ
租
税

第
十
七
巻

(第
六
號

一
】
二
)

入
六
二

害
誉

劃
し
て
暴

業
霧

二
期
分
を
謝

す
・
・
ミ

し
て
・
・
。
蓋

除
の
條
讐

な
喜

の
髪

の
二
つ

で
あ
る
。

(減
免
濫

行
令
第
七
蓮

[
藁

の
用
に
供
す
豪

異

他
の
難

物
晶

舶
、
.機

、
器
鼻

室

菱

昊

雰

嚢

災
に
因
。
婆

、
各

蕃

用
露

さ
、
ろ
。

　
り
た

ろ
ざ
ミ

ニ

商
品
及
原
料
品
の
全
部
叉
に
大
部
分
が
震
災

に
因
り
滅
失
叉
に
其

の
用

か
爲
ざ
磐

う
に
至
り
六

る
.、,耳
、
、

ド

此
二
の
條
件
は
両
存
す
る
を
要
せ
な

い
、
墓

つ
あ
れ
ば
足
り
て
み
る
、
放

逸

澤
的
僚
件
ε
い
っ
て
可
い
。

し

も

つ

で

も

き

も

つ

ら

も

ヘ

ヘ

へ

目藪
に
暫
業
肘
ド
仰
ぐ
ゲ
禦
尽
共
催
げ
鋸
遣
物
、
船
艦
、
機
械
器
具
等
の
全
都
又
は
大
部
分
ご
い
ふ
は
是
等
の
物
件

の
金
聾

通
じ
て
認
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
別
劣

物
件
に
就
て
認
定
す
・
の
で
無
い
。
葦

等
の
物
件
は

自
己
の
所
有
に
係
る
善

喜

慢

実

之
を
包
括
薯

の
で
あ
・
。
比
熱
は
所
得
箆

除
・
於
・
昌

所
有
の

家

屋
其
他

の
物
件
の
滅
失
毀
損
を
條
件
ε
し
て
み
る
の
ε
趣
を
異
に
す

る
所

で
あ
る
。

以
上
は
箋

挽
箪

期
分
の
免
除
で
め
・
が
、
震
災
に
因

っ
て
受
け
た
・
損
害
の
讐

に
、

一
年
を
通
じ
て
の

嚢

利
益
が
璽

税
策

動

分
籍

賞
す
・
馨

よ
墨

舟

・
ξ

は
、
筆

勢

一
期
分
も
其
不
足
す
、
頼

む

　

じ

ロ

　

　

　

　

む

つ

だ
け
悪

ね
ば
な
島

二

甕

鑑

零

笑

條
)
此
ε

て
瞥
業
霧

頭

分
の
減
冤
が
起
っ
て
来
る
噂
尤
も
此
場

合
に
於
て
も
璽

利
益
を
計
等

・
窪

如
何
に
依
っ
て
蘂

利
益
璽
.同
が
大
極

じ
泰

・
。
元
爽

璽

利

益
は
瞥
業
継
牧
人
よ
り
総
経
費
を
減
じ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

諏
、
所
で
管
渠
用

に
供
す
る
自
己
所
滴
の
家

屋
其
の
他
の
築
造
物
・
雛

極

械
、
.饗

等
が
嚢

・
昏

滅
失
麦

は
翳

し
た
る
馨

は
必
ず
審

鑑



せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
之
を
経
費
ε
見
る
こ
ε
が
田
來
な

い
で
は
無
い
、
減
冤
税
施
行
令
は
明
に
是
等
資
本
財

の

損
害
見
積
額
を
以

て
讐
業
の
経
費
ε
看
做
し
て
ゐ
ゐ

(同
第
九
條
)。
此

の
如
き
計
算
方
法
を
探

る
ε
き
は
瞥
業
税
第

一
期

分
も
或
は
軽
減
せ
ら
れ
或
は
全
く
免
除

せ
ら
る

、
こ
ε

、
な
ら
う
。

以
上
は
瞥
業
用

の
家
屋
、
船
舶
、
機
械
器
具
等
の
全
部
又
は
大
部
分
が
震
災
に
因

っ
て
滅
失
又
は
毀
損
し
た
ろ

場
合
若
は
商
品
及
原
料
品
の
全
都
又
は
大
部
分
が
滅
失
又
は
毀
損
し
π
る
場

合
に
就

て
論
じ
た
る
も
の
で
あ
る

む

む

む

む

　

ロ

む

む

　

ゆ

む

む

む

む

む

む

ロ

む

つ

ご

　

ロ

つ

む

の

む

ゆ

　

り

む

む

む

が
、
是
等

の
固
定
資
本
着
は
流
動
資
本
の
全
部
又
は
大
分
部
が
滅
失
ス
は
毀
損
す
る
に
至
ら
ざ
る
場
合

に
就
て
考

ふ
る
に
、
管
渠
税
の
輕
減
若
は
冤
除
を
來
た
す
こ
ご
な
い
ε
限
ら
撮
。
そ
は
讐
業
の
用
に
供
す

る
自
己
所
有
の
家
.

屋
共
の
他

の
築
造
物
、
船
舶
、
機
械
ハ
器
具
等
が
震
災
に
因
り
滅
失
叉
は
毀
損
し
た
る
損
害

の
見
積
金
額
を
整
業

の
脛
費
の
中
に
加
算
す
る
に
依

っ
て
、
瞥
業
利
金
額
が
管
渠
税
額

に
遽
せ
な
い
こ
ξ
が
生
じ
得

る
か
ら
で
あ
る
。

瞥
業
視
第
二
期

分
の
免
除
を
得

ん
正
す
る
者
は
被
害
の
歌
況
及
損
害
見
積
金
額
を
記
載
し
た
る
申
請
書
を
大
正

十
三
年

　
月
三
十

↓
日
迄
に
所
轄
税
務
署
に
提
出

せ
ね
ば
な
ら

源
。
但

し
璽
災
當
時
に
於
て
納
税
地

が
震
災
地

に

在
b
た
る
納
税
者
で
勺
被
害

の
事
實
顯
著
な
.る
も

の
に
付

て
は
申
請
な
き
場
合
蓬
錐
こ
も
政
府

の
認
む
る
所

に
催

b
替
業
椀
の
冤
除
を
な
す

ζ
ピ
が
出
家
る
9
.(減
免
醗
施
行
令
第
+
一
睡

四

地
租
の
徴
牧
猫
濠

時

論
.

震
災
ε
租
税

.

第
十
七
幽
咽

(第
六
號

一
一
三
)

入
六
三



ド

'

"

P

時
:
論

溶
震
災
建
租
税

地

租

條
例

に
依

れ
ば
地

租

の
納

期
は
左

の
如

(
で

め
る
。

墓

地
繍

・
∴

㈱

・

真
壁

地
籟

二 一 四 三 二 一 ニ 一

期 朗 朗 期 期 朔 朗 朗

右
表
に
依

っ
て
之
を
潮
脚れ
ば
、

第
四
期

分
に
過
ぎ
な
か

っ
た
、
其
九
月

に
於
て
靹
視
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
も
の
ぼ
畑
粗
雑
地
租
等
で
め
っ
た
。

も

も

も

う

あ

も

ロ

ヤ

う

も

つ

も

し

セ

も

も

北
畑
粗
雑
地
租
及
び
納
付
未
済
の
田
租
宅
地
租

に
就
て
は
震
災
に
因

っ
て
損
害
を
受
け
た
`
否
ご
を
問
は
す
其
徴

牧
を
猫
豫
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
、
の
理
由
は
第
三
種
所
得
税
の
徴
牧
猶
豫

に
就

て
述

べ
た
る
ざ
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で

減
発
現
施
行
令
は
明
に
之
が
徴
岐
を
豫
猶
す
.べ
き
こ
ご
を
規
定
し
、其
納
期

の
決
定
を
大
賊
大
臣

に
委
ね
た
。
大
瓶

も

も

ヘ

へ

も

も

　

も

セ

や

で

う

大
臣
は
徴
税
猶
豫
期
令
を
以
て
其
納
期
を
大
正
十

二
年
十

二
月
二
千
日
限
ピ
し
た
の
で
あ
る
。

(同
令
第
二
+
六
號
錦

一

一
塗

、

マ

や

や

し

り

し

い

ロ

も

も

あ

う

マ

し

も

も

や

も

む

ロ

も

　

次
に
震
災
の
矯
め
に
地
租
名
寄
帳
を
滅
失
し
π
る
市
歴
町
村
に
於
て
は
其
地
租
名
寄
帳
を
政
調
せ

ね

ば

な

ら

鐵
適
其
地
租
名
寄
帳
の
改
謝
せ
ら
る

、
迄
は
事
實
地
租
を
微
粒
す
る
こ
`
が
出
來
澱
。
大
蔵
省
令
は
此
の
如

き
市

第
+
七
巻

(第
六
號

一
一
四
)

八
六
四

(同
椽
側

十
二
條
)

其
年
七
月

「
同
工
リ
七
月
三
セ

「
日
限

閣
皇
・
一
月

一
日
よ
り

一
月
三
十

　
日
限

其
年
十
二
月
十
六
日
よ
り
翌
年

「
月

十
五
日
限

翌
年

二
月

一
口
よ
り
二
月
末
日
限

翌
年
三
月

一
口
ェ
リ
三
月
三
十

一
日
限

翌
年
五
月

一
日
よ
り
五
月
三
十

一
日
限

其
年
九
丹

一
日
よ
り
九
月
三
十
日
限

其
年
十

一
月

一
日
よ
り
十

一
月
三
十
日
限

震

災

の
起

っ
た

九

月

迄

に
納

め

た

地

租

は

宅

地

租

の

第

}
期

分

ε

田

租

の
前

年

、

'

,



ド

ρ

で

ヤ

た

セ

も

へ

も

も

も

ぬ

カ

あ

へ

　

へ

匠
町
村
に
於
け
る
大
正
士

畢

度
分
地
租
に
就
て
は
地
租
名
寄
帳
政
調
後

一
年
以
内

に
於
て
税
務
著
長
の
通
常
蔦

認
む
る
時
期
に
之
を
徴
牧
す

る
こ
ご

、
し
て
み
る
。
.(同
令
弟
三
際
〉

以
上
は
震
災
の
薦
め
に
土
地
が
損
害
を
受
け
た
ε
否
ご
を
問
は
す

、
地
租
の
徴
牧
猶
豫
こ
な
る
も

の

で

あ

る

ほ

む

む

む

む

む

む

む

　

　

む

む

む

む

む

　

む

む

　

む

む

む

む

む

　

　

　

　

む

む

む

む

む

が
、
震

災

の
爲

め

に
損
害
を
.受
け
な

ご

い
ふ
理
由

に
依

り
徴
牧

を
猶

豫

せ
ら

る

、
の
が
あ

る
。

そ
れ
は
左

の
三

種
[

の
.土

地

で
み
る
。

り

饗

に
依
昌

己
の
隻

の
過
蒙

滅
失
麦

は
そ
の
用
意

妻

ろ
に
諄

た
暑

の
所
有
す
る
毒

・

額

羅

文
援

響

箏

な
ら
ざ
う
も
、
嚢

に
四
善

し
く
装

の
婆

三

量

り
た
畠

畑
Q

顔

繋

に
因
ろ
馨

激
甚
に
し
荊

に
規
等

ゐ
霞

町
欝

の
宅
地
・

此
等
の
土
地

に
射
し
て
地
租
徴
牧
猶
豫
を
得
ん
ε
せ
ば
、
細
視
義
務
者
よ
り
之
を
申
請
せ
ね
ば
な
ら
阻
、
具
申

講
書
は
畑
粗
雑
地
租

に
就
て
は
大
正
十

二
年
十

一
月
こ
十
田
隈
、
宅
地
租
第

　
期

分
に
就

て
は
大
正
十
一.一年
十

「

.

月
三

、十
日
限
、
田
畑
に
就
て
は
大
正
十
二
年
十
二
月
十
五
日
限
、
宅
地
租
第
二
期
分
に
就
て
は
大
正
十
二
年
十
二

.・月
二
十
八
日
限
、
納
税
地
の
市
長
村
長
を
経
由
し
て
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す

べ
き
で
め
る
。
但
し
震
災

に
阿

る

被
害
激
甚

に
し
て
別
に
規
定
す
る
市
厩
町
村
内

の
宅
地

の
地
租
に
就
て
は
細
視
義
務
者
の
申
請
な
く
`
も
そ
め
徴

股
を
猶
豫
す
る
こ
ざ
が
出
来
る
。
而
七
て
其
被
害
の
.激
甚
な
る
市
庭
町
村
は
未
だ
指
定
せ
ら
れ
て
る
な

い
が
、
東

京
、
横
濱
、
横
須
賀
、
鎌
倉
、
小
田
原
等
の
如
き
は
多
分
其
邊
に
漏
れ
な

い
で
あ
ら
う
。

や

つ

へ

も

あ

や

も

も

も

う

も

も

セ

も

も

し

　

ヤ

も

此

等

の
被
害

土
地

に
就

て
徴

牧
を
猶
豫

せ
ら

れ
た
る
地

租
は
大
正
十

三
年
六
月

一
日
よ
り
同
年
十

二
月
十
五
a

時

論

震
災
ミ
租
税

・
第
十
七
巻
.
戸第
索
號

「
日
五
)

八
六
烈

/

曾

」



、

O

時

論

、
.繋

恋

租
税

第
+
七
巻

(第
六
號

=

六
)

入
六
六

リ

ヤ

も

も

も

カ

ぬ

も

も

り

も

ロ

う

ぬ

し

し

ち

ら

っ

カ

迄

の
間

に
於

て
税
務

署
長

の
適
當

ε
認

む
る
時
期

に
於

て
之
を
撒
散
す

る

こ
ご
～
な

っ
て
み

る
、(徴
牧
猫
豫
期
令
第
二
候
や

五
、
相
続
税
の
徴
牧
猫
豫

.

.相
続
税
法
に
依
れ
ば
、
相
続
硯
は
相
続
開
始
の
あ
る
に
從
ふ
て

一
時

に
徴
牧
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
.但

し
視

h
金
額
百
圓
以
上
な
る
ざ
き
は
相
続
挽
に
相
賞
す
る
搭
保
を
提
供
し
、
五
年
以
丙
の
年
賦
延
納
を
求
む
る
こ
ご
が
出
.

4
凍
る
の
で
あ
る
(同
法
+
七
條
)
。

、

所
で
大
震
災
前
後
に
開
始
せ
ら
れ
陀
る
相
続
に
就
て
は
震
災

に
因
り
受
け
た
る
損
害

の
人
な
る
爲
め
に
、
相
綬
,

視
を
納
む
る
こ
ε
容
易
で
な
い
。
延
納
年
賦
金

の
大
正
十
二
年
度
分
年
割
額
の
支
捌
も
亦
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で

も

セ

ヘ

ヤ

う

ヘ

へ

も

兎
減
税
施
行
令
は
大
正
十
一.一年
+
月
三
+

一
日
迄
に
納
む

べ
き
相
緬
税
は
、
之
を
猶
豫
し
、
大
正
+
二
年
十
二
月

、
下

誌

・
納
む
る
こ
ε

、
し
・
更

に
大
正
+
二
年
八
月
三
土

日
以
降
に
開
始
せ
ら
れ
た
る
相
続
に
資
す

る
相

噛

し
コ

リ

も

へ

も

も

横
税
は
、
納
税
義
務
者
が
震
災

の
薦
め
に
受
け
た
る
被
害

の
状
況
に
慮
じ
、
五
年
以
内
の
延
期
を
許
す
こ
ε
が
出
」

來
夜

延
納
年
賦
金

の
大
正
+

二
年
度
分
年
割
額
も
亦
其
中

に
含
め
て
見
る
の
で
み
る
(徴
務

播

令
第
六
條
)
。
但
し

細
視
延
期
の
許
可
を
得
ん
ご
せ
ば
納
税
義
務
者
よ
り
之
を
申
請
せ
ね
ば
」な
ら

隠
.。

第
三

輪
…入

税

の
減

免

・

.



「

輸

入

税

の

減

免

に

關

し

て

は

緒

言

に

述

べ
た

る

が

如

く

勅

令

第

四

百

七

號

に

依

っ

て

米

穀

の
輸

入

税

を

免

除

し

.

勅

令

第

四

百

八

號

に

依

っ

て

生

牛

肉

及

び

烏

卯

の
輸

入

税

免

除

を

織

綾

し

、

更

に
緊

急

勅

令

(四
百
+

一
號
)
に

依

っ

て

、

生

活

必

需

品

井

に
土

木

叉

は

建

築

用

に

供

す

る

雑

具

機

械

及

材

料

の

輸

入

税

を

輕

減

し

叉

は

免

除

す

る

こ

ε

、
し

、

其

品

目

は

施

行

令

(勅
令
第
四

百
+
七
號
)
に

依

っ

て

之

を

定

め

て

み

る

。

今

此

施

行

令

に

依

り

其

鹸
…入

税

を

発

除

せ

ら

る

、
品

物

を

分

類

す

る

ご

左

の

如

く

で

あ

る

。

(括
弧
は
鞠
入
税
表
番
號
)

①

食

料

品

大
変
(
一
三
V
、
小
宴
へ
=
C

、
豆
類

一
、
大
豆
(
二

「
ノ
内
)
、
鳥
獣
町
及
魚
介
類

二
、
躍
詰

-
罐
詰
叉

ハ
壺
諮

ノ
モ
ノ
、
三
、
其
ノ
他
、
甲

ソ
」
七

一
ウ
、
乙

ハ
ム
及

べ
ー

コ
ン
「
丙
餓
肉
、
丁
醗
鯨
・
戊
鹹
魚

(五

二
ノ
丙
)

バ
タ
ー
及

ギ
ー
(五
三
ノ
丙
)

コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
〃
(
五
五
)
、
そ

ン
フ
ア

ン
}
フ
ー
㍗
(五
六
)
・
磯
油
二
、,
其

ノ
他

(動
植
物
ノ
油
及
脂
、
石
鹸
チ
含
有

ス
ル
機
械
油

チ
含

ム
)
(
=

ニ
ノ
内
)

働

藥
.

品

セ
ネ
ガ
根
(
=
二
二
)
・
硼
酸
(
「
五
三
と
酒
石
酸
二

五
六
)
、
重
炭
酸
曹
達
(
=
八
六
)
・
サ
叩
チ
τ
ル
酸
曹
達

シ
ォ
プ
ロ
ミ

ン
(
一
七

ニ
ノ
内
)
、過
酸

化
水

素
(
【
八

【
ノ
ニ
)
明
無

(八
二
)
〃
口
口
フ
ォ
ル
A
(二
Q
O
)
、
ヨ
ー
ド
フ
ナ
ル

ム
(
二
〇

一
)
、
乳
糖
(
二
二
〇
)
、
ア

ン
チ

ピ
リ
ン
(二
Q
七
)
、

サ

ン
ト

P「
ン

(
二
〇
八
)
災
酸
〃

レ
ォ
ソ
ー
ト
〔二

=
二
)
、
陶灰
醗
【グ
ァ
ヤ

コ
ー
ル
(
二

[
四
＼

ペ
プ
シ

ン
(
二

「
六

/
二
)
ヂ
カ
ー

レ
ン
、
ピ
ラ
ミ
下

ン
、タ

ン
ナ
ル
ビ
ン
、単
寧
酸
カ

レ
キ

シ
ン
、
イ
ヒ
チ
云
ー
ル
、
燐
酸

コ
デ
イ
ン
、
ナ
イ

ヒ

ニ
ン
、
〃

レ
肯
ソ
ー
}
、
蓚
酸

セ
リ
ウ

ム
、
電
酒
石
酸
カ

リ
ウ
ム
、
〃

レ
オ
ン
i

㍗
油

(
コ
ー
ル
タ
ー
ル
製

ノ
モ
ノ
X

二
二
九

ノ
丙
)

働

衣

服

其

他

装

身

具

綿
織
統

(二
七
二
)
、
綿
糸
及
長
ナ

メ
ー
ト
ル
ノ
重
量
、
三
グ
ラ

ム
子
起

工
ザ
ル
綿
糸

〔
二
七
三
)
、
毛
織
糸
(
二
人
三
)
、
綿
織
物
(
二
九
八
∀
、
毛
㎝織
物

時

論

四
民焔
鮮
ピ
蛆
枇
税

第
-丁
七
糎
廿

(倦
卯志
ハ
購
恥

一
「
七
}

八
山ハ
七

一



㌔

時

論

震
災

ぞ㌧
租
税

第

十

七
巻

(第
六

號

一

一
入
)

八
六

八

ル
ハ毛
綿

亦
皿織

物

(天
鵞
絨

、
　プ

ラ

ツ

シ

舐
瞥共
地

ノ

バ
イ

ル
織

物

チ
像

〃
)
(三
〇

「
ノ
内
)
ブ
ラ

ン
ケ

ッ
ト

(輩
仙製
ノ

モ
ノ
)
〔
三

二
六

)
肌

衣

「
、

メ

リ
十

ス
製

/
冊

/
中

綿
製

ノ

モ
ノ
、

乙
毛
製

叉

ハ
毛
綿

製

ノ

モ
ノ
(
三
四

大

/
内
)
、
靴

其

ノ
他

ノ
履
物

【
長

靴

甲
置
-製

ノ
モ

ノ
、

乙
護

謨

製

ノ

モ

ノ
、
二

短

靴
甲

革
製

/

モ
ノ

、
四

讃
談

製

被
覆

靴

〔
三
五

五

ノ
内

)
、
別
號

二
掲

ゲ
ザ

ル
衣

類

ニ

ノ
内

洋

服

(
三
六

〇

ノ
内
)

働

土

木

又

は

建

築

の

用

に

供

す

る

器

具

、

機

械

及

材

料

筆

記

用
紙

〔三
六

三
)
、
圖
薗

用
紙

〔三
六

四
と

壁
紙

(三

六
九
)
、

ス

レ
ー

}
及
別

號

二
掲

グ
ザ

ル

ス

レ
ー

}
製

品

、
二
莫

ノ
他

、

甲

研
磨

セ
ザ

ル
モ

ノ
反

ハ
血彫
刻

セ
ザ

ル

モ
ノ

イ
、
屋

背
離
州
板

(四

〇
九

ノ
乱囚
)
濫

i
}
ツ

ン
ド

セ

メ

ン
ト
、

ロ
ー

マ
ン
セ

メ

ン
ト
、

プ

ヅ
弓「
ナ

セ

メ

ン
}

、
蛙
八仙

類
〔似

ノ

水
硬
セ
メ

ン
ト
(四

三
二
)
煉
瓦
二
其
!
他
酋

三
六
ノ
内
)
、
藁

囲
三
七
)
、
硝
子
板

一
無
色
卒
面
ζ

ノ
三
、
有
色
-
着
色
叉

ハ
砂
磨

/
モ
く

四

.

條

付

ノ

モ
ノ
、

エ

ン
ポ

ソ

ス

シ
タ

ル

冊
ノ
其

ノ
他

類

似

ノ

虻
ノ
(四

四

四

ノ
内
)
、
金

属

ノ
線

叉

ハ
綱

ナ
入

レ
タ

ル
硝
子

板

(四

四

五
)
、鐵

　
…條
及
竿

、

三

ヲ
イ

+

ロ

ソ
ト
、

四
板
甲

金

鱗

ラ
鍍

セ
ザ

ル
緊

ノ
甲

ノ
三

、
其
他

、

乙
鼻

血
盤

チ
鍍

シ
タ
ル

モ

く

乙

ノ

一
錫
鍍

シ
タ

ル

モ
ノ

、
乙

ノ
ニ
電

鍍

シ

タ
ル

う
く

五
線

、

+
二

、
筒

及
稗

(四

六

ニ

ノ
丙
)
-
釘

リ

ベ

ッ
ト
、
螺

旋

釘
、

牝

牡
螺
旋

釘

、

「
鐵

釘

、
三
鐵

螺

能
釘

、

五
鐵

牝
牡

螺
旋

釘

及

y

ソ

シ
ヤ
.一

、
山ハ
鐡

リ

ベ
ッ
ト

(四
H
七
♪
u
ノ
内

)銭

遣

建

設
用

材
胤
旧
(四
[八

二
)
ハ

電
線

牢ス
柱

及
電

線
澗支
加木
所用
材
料

(四

八

一二
)
、

蒙

塵
轍胴
梁

、
船
渠

僧寺
ノ
曲
煕

設
材
料
(囲
八
四

ノ
内
;

ソ
グ
及
ザ
ア

ル
ザ
奨

四
坐

[)
、
蝶
鎮
、

ハ
ツ
ト
フ
ソ
ク
及
戸
、
憲
、
家
具
等

=
用
弁
ル
金

具
西

九
三
)
、
鎧
及
蹴

(四

九

四
)
.、
工
匠
具

、
農
具
反
回
部
分
品

(
四
九
さ

、
・ス
ト
ー
ヴ
及
同
部
分
品

(五

一
四
)
ラ
ヂ
エ
ー
ト
ル
〔
五

一
五
)
、
瓦
斯
計
(五
三

九
)
、
永
覚
計
(五

四

〇
)
・

ア

ン
ペ
ァ

メ
去

-
及

ヴ

声

メ
ー

タ
ー

〔五
四

三

}
、

フ
ツ

要

ー

タ
i

〔五
四

四
)
、
電
儒

機

、
電

話
機

反

回
部

分
品

盆

五

九
)
、貨

物
自

動

車
〔五
六
三

ノ
内
)
、
貨
物
自
動
車
ノ
部
分
品
〔五
六
四

ノ
内
)
貨
物
自
動
車

ノ
原
動
ヵ
機
(
五
七
七

ノ
丙
)
、
ク

レ
ー

ン
(
五
八
三
)
、
縫
衣
機

(
五
八

八
)
、
㎜租
衣
機
卸
即
分
口
叩
及
附
隈
測品

(五
八
九
)
、山小
材

一
、間
↑
二
切

リ
、
挽

キ
叉

八
割

リ
タ
ル
モ
ノ
二
軸県
ノ
伽
凹、
丁
覧
ハ
ノ
他

/
内
大
「繍
仰天
(六

「
ニ
ノ
占囚
)
、

木
炭
(六

=

ハ)
ー
タ
ー
ド
ブ
ユ
ル
ト
タ
ー
}

純
一
パ
ー
其

ノ
他
類
似

ノ
モ
ノ

次

に
輸

入

税

を

年

減

せ

ら

る

＼
物

ぽ

、

貨

物

自

動

車

以

外

の

自

動

車

並

に

其

部

分

品

及

原

動

力

機

等

で

あ

る

。

以

上

列

暑

し

た

る

所

に
依

れ

ば

輸

入

税

を

免

す

る

品

目

は

可

成

多

徴

で

み

る

。

其

之

恕

免

除

し

だ

る

理

由

は



.

」

關
東
の
鹿
央
地
を
救
は
ん
が
爲
め
に
外
な
亀

。
震
災
後
暫
あ

問
は
東
京
其
他
の
震
災
地
に
於
て
食
料
品
・
沢

鵯類
其
他

の
装
身
具
の
供
給
十
分
な
ら
ざ
b
し
が
爲
め
に
人
民
の
餓
え
た
し
凍
え
た
b
す
る
虞
が
な
じ
で
は
無
か
っ

た
、
叉
焼
け
跡

に
は
新

に
家
屋
其
他
建
築
物
を
建
て
ね
ば
な
ら
諏
、
人
民

の
餓
え
た
り
凍

っ
た
り
す
る
こ
ε
の
な

い
様
に
す
る
が
爲
め
に
は
食
料
品
衣
服
其
他

の
生
活
必
需
品
の
輸
入
を
容
易
に
せ
ね
ば
な
ら

澱
、
又
焼
け
跡
に
家

屋
を
建
て
し
め
東
京
其
他
の
裂

地
に
て
復
興
を
圖
ら
ん
喜

ば
、
土
木
建
築
用
の
機
馨

具
材
料
の
輸
入
を
容

易
に
諸

ぱ
な
畠

、
暴
れ
此
等
の
品
物
痛

し
て
思
ひ
切
っ
て
輸
入
撃

免
除
し
た
る
質

で
あ
る
・
.

謙
,て
輪

人
視

を
設

け
た

る
所
以
を
考

ふ
る
に
、
照

に
牧

人
を
得

る
の
目
的

に
出

つ
る
も

の
も
な

い
で
は
な

い
け

れ
こ
も

、
産
業

の
獲
達

を
助
け
成

さ
ん
ご
す

る
の
目

的

に
出

つ
る
も

の
極

て
多

い
の
で

あ
る
創
農

産
物

に
封
ず

る

鍮
入
換
の
如
喬

農
業
保
護
の
精
神
を
有
す
蓬
説
か
れ
て
み
る
。
今
や
農
村
の
荒
壌
せ
ん
ご
す
る
の
秋
に
當
り
・

農
業
保
護
撹
を
磨
し
、
夏

に
農
村
の
衰
頽
を
招
く
が
如
き
は
策
の
得
た
る
も
の
で
な

い
・
是
れ
識
者
が
農
産
物
保

'
護
撹
の
免
除
を
批
難
す

る
所
以
で
あ
る
。
更
に
進

ん
で
工
業
品
に
就
い
て
考
ふ
る
に
之
に
輸
入
税
を
課
す
る
は
亦

工
業
保
護
の
趣
旨

に
外
な
畠

。
然
る
に
今
俄
に
其
保
護
税
を
発
除
し
た
の
で
あ
る
・
.外
国
品
の
輸
入
を
奨
拗
し

内
國
産
業
の
獲
達
を
害
す
る
こ
ご
な
寄

も
限
畠

、
殊

に
我
國
に
於
て
ま
だ
+
分
に
獲
達
し
て
み
な
い
工
業
に

於

て
撚

り

ご
す

る
の
で
あ
.る
。

ゆ

之
を
要
す
る
に
喩
入
視
免
除
の
政
策
は
關
東

の
震
災
地
を
救
ふ

万

法
た
る
を
失

い
な

い
け

れ
こ
も
・
明
治
蹴

時

論

鎚
災
.・、
租
税
.

第
+
七
巻

(篁

ハ
號

=

九
)

八
六
九

匹.

〆



時

論

震
災

ε
租
税

噸

第
十
七
巻

(第
六
號

「
二
〇
)

八
七
〇

來
の
傅
統
的
粟

政
策

に
反
封
ず
る
・
ミ

な
る
虞
が
身

。
そ
こ
で
關
東
の
復
興
重

い
か
雲

保
護
肇

が

箏

か
の
問
題
が
起
る
。
成
程
震
災
當
糠

關
東
の
復
興
が
何
よ
61
も
緊
切
な
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
産
業
保
護

政
策
を
犠
牲

に
す

る
こ
ε
を
顧
み
な
か
っ
た
の
で
め
ら
う
、
暴
れ
亦
共
営
時
の
空
気
に
鑑
み
張
て
之
を
批
難
す
る

こ
ε
が
出
家

ね
。
併
し
乍
ら
震
災
地

に
於
け
る
人
心
漸
く
落
ち
付
く

に
及
ん
で
、
産
業
保
護
の
政
策
も
亦
之
を
輕

・
ん
ず

る
こ
蓬
が
出
楽
な
く
な
る
。
足
れ
輸
入
税
免
除
に
閲
し
其
實
行
を
大
正
十
三
年
三
月
三
十

一
.日
迄
ε
限

つ
な

所
以
で
あ
る
。

第
四

結

論

以
上
論
ず
る
所

に
依

っ
て
之
を
観
れ
ば
、
所
得
税
地
租
轡
業
税
相
綾
税
は
徴
牧
を
猶
豫
せ
ら
れ
、
甚
し
き
は
大

正
十
三
年
度
大
正
十
四
年
度
に
至

っ
て
初
め
て
徴
散
せ
ら

る

、
も
の
も
あ
る
位
で
あ
り
、
第

三
種
所
得
視
轡
業
挽

は
納

視
義
務
者
が
震
災
の
爲
に
損
害
を
受
け
た
る
程
度
に
從
ひ
或
は
免
除
せ
ら
れ
或
は
輕
減
せ
ら
る

、

の

で

あ

る
。
そ
れ
に
加

へ
て
輸
入
税
も
多
く
の
品
物

に
就
て
或
は

免
除
せ
ら
れ

叉
は

軽
減
せ
ら
る

、
こ
ε
、
な

っ
て
み

る
、
是
に
至
て
大
正
十
二
年
度
に
於
け
る
租
税
牧
入
は
署
し
く
減
少
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
次
第

で
あ
る
。

.
相
槍
牧
人
減
が
幾
何
に
上
る
べ
き
か
は
、
今
俄

に
掾
側
し
得
な
い
が
、
犬
蕨
省

の
見
積
ε
し
て
隠
は

つ
て

み

る
所
に
依
れ
ば
、
大
正
十

二
.年
度
に
於
て
は
第
三
種
所
得
税
及
讐
業
穐
を
減
免
す

る
が
爲
め
に
そ
れ
.の
み
に
て
も

、

■



一
億

一
千
萬
圓

の
減
牧
を
凍
す

こ
ご

、
な
b
.
輸
入
税
の
減
冤
に
依
.つ
て
更
に
三
四
千
萬
圓

の
減
牧
を
加
ふ
る

こ
.

ご

、
な
b
、
合
計
約

一
億
四
五
千
萬
圓

の
減
牧
ε
な
る
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。
實
行
豫
算
の
獲
表
せ
ら
れ
た
の
を
見

る
に
、
樫
常
牧
人
減
ば
八
千
三
百
萬
圓

ご
な

っ
て
み
る
、
多

分
他
方
面

に
於
け
る
自
然
増
牧

ε
差
し
引
き
し
て
比

類

に
止
ま

っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
せ
よ
大
正
十
二
年
度
の
蟹
行
豫
算
は
其
股
入
滅
の
程
度
に
於
て
経
費
を

減
ぜ
ね
ば
な
ら
鳳
こ
ε

、
な
る
。

私
の
比
論
交
に
て
研
究
し
湿
る
所
は
大
正
十

二
年
度
の
租
税
の
.減
免
で
あ
る
、
大
正
十
三
年
度
に
至

っ
て
如
何

に
な
乃
べ
黛
か
は
今
ぽ
り
逆
賭
し
得
な
い
が
、
恐
ら
く
は
大
正
十
二
年
度
の
減
牧
額

に
譲

る
こ
ε
あ
る
ま

い
。
蓋

し
大
正
十
三
年
度
に
至

っ
て
も
所
得
税
轡
業
挽
地
相
相
績
視

に
自
然
の
減
股
も
あ
る
が
上
に
、
震
災
被
害
者
に
観

し
て
は
引
続
き
所
得
挽
讐
業
挽
を
減
免
し
並
に
徴
牧
猶
藤
を
僻
す
の
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
し
、
輸
入
税
に
.至

つ
.

て
は
復
興
事
業

の
現
實
ε
な
る
に
從
ひ
、
土
木
建
築
材
料
其
他
の
無
視
輸
入
を
要
求
す
る
聲
が
相
當
に
高
く
な

っ

て
大
正
十
二
年
度
末
を
以
て
冤
挽
を
打
ち
切
る
こ
ご
が
出
来
な
く
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
若
し
果
し
て
撚

り
ご
せ
ば
大
正
十
三
年
度
も
断
乎
こ
し
て
財
政
⊥
の
・緊
縮
主
義
を
行
は
ね
ば
な
ら

ぬ
、
緊
縮
主
義
は
最
早
机
上
の

室
論
ご
し
て
葬
り
去
る

べ
き
も
の
で
な
い
、着
々
之
を
實
現
す
る
よ
り
外
探
る

べ
き
道
な
き
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

足
れ
實
に
大
震
災
が
齎
ら
し
た
る
財
政
的
産
物
で
あ
お
。

時

論

震
災
ミ
租
種

第
十
七
.醤

(第
六
號

一
二

「
}

八
七

「


